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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技を行うことが可能な遊技機であって、
　演出度合を調整可能であることの報知を実行可能な報知手段と、
　動作可能な可動体と、
　前記可動体の動作を制御する制御手段と、
　を備え、
　前記報知手段は、コールドスタートした場合と、ホットスタートした場合とで、電源投
入後の初期動作における異なるタイミングで前記報知を実行可能であり、
　前記可動体は、第１可動体と第２可動体とを含み、それぞれ、原点位置と該原点位置か
ら離れた位置との間で動作可能に設けられ、
　前記制御手段は、
　　前記原点位置に前記可動体を位置させるための第１動作制御と、前記可動体が正常に
動作可能であることを確認するための第２動作制御と、を実行可能であり、
　　前記第１動作制御により前記可動体が前記原点位置に位置した場合、前記第２動作制
御を行い、
　　前記第２動作制御が行われた後、前記可動体が前記原点位置に位置しなかった場合、
再度前記第１動作制御を行い、
　　前記第１可動体と前記第２可動体の各々の前記第２動作制御においては、第１速度と
該第１速度よりも速い第２速度との範囲内で前記可動体が動作するように制御可能であり
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、
　　前記第１可動体と前記第２可動体の各々の前記第１動作制御においては、前記第２動
作制御における前記第１速度以下の速度で前記可動体が動作するように制御可能であり、
　前記第１動作制御における速度は、前記第１可動体と前記第２可動体とで異なり、
　コールドスタートしてから所定期間が経過するまでに発光手段を特定態様で発光させる
特殊演出を実行し、
　ホットスタートしたときに前記特殊演出を実行せず、
　前記特殊演出を実行しているときに演出度合が調整された場合、前記特殊演出が終了す
るまで前記発光手段の演出度合を変更しない、
　ことを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技が可能な遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、遊技が可能な遊技機として、起動時において可動役物（可動体）が原点位置に位
置しているか否かを検出し、原点位置に位置していないときには、可動役物を原点位置に
復帰させる復帰動作制御（第１動作制御）を行い、該復帰動作制御によって可動役物を原
点位置に位置させた後に、可動役物が正常に動作可能であることを確認する初期動作制御
（第２動作制御）を行うものがあった（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－７６１７３公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１にあっては、復帰動作制御（第１動作制御）においては、可
動役物がどのような位置にあるのかが把握できない状況において可動役物を動作させるこ
とになるので、該復帰動作制御（第１動作制御）において初期動作制御（第２動作制御）
と同様に可動役物の速度を制御（加速）してしまうと、可動役物の移動を規制するために
設けられている規制部材等に衝突して破損してしまう等、復帰動作制御（第１動作制御）
において可動役物を安全に動作させることができないという問題があった。
【０００５】
　本発明は、このような問題点に着目してなされたもので、第１動作制御において可動体
を安全に動作させることのできる遊技機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　（１）上記目的を達成するため、本発明に係る遊技機は、遊技を行うことが可能な遊技
機（例えば、パチンコ遊技機１等）であって、演出度合を調整可能であることの報知を実
行可能な報知手段と（例えば、遊技効果ランプ９の輝度を調整可能であることを報知する
調整報知画像を演出表示装置５に表示する演出制御用ＣＰＵ１２０等）、動作可能な可動
体と（例えば、演出用模型といった動作可能な可動体等）、前記可動体の動作を制御する
制御手段と（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０等）、を備え、前記報知手段は、コールド
スタートした場合と、ホットスタートした場合とで、電源投入後の初期動作における異な
るタイミングで前記報知を実行可能であり（例えば、パチンコ遊技機１がコールドスター
トした場合よりも、ホットスタートした場合の方が、調整報知画像が表示されるタイミン
グが早いこと等）、前記可動体は、第１可動体と第２可動体とを含み、それぞれ、原点位
置と該原点位置から離れた位置との間で動作可能に設けられ、前記制御手段は、前記原点
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位置に前記可動体を位置させるための第１動作制御（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０が
、第１動作制御として第２初期化処理のステップＳ１０５～ステップＳ１１４の非検出時
動作制御やステップＳ１２０～ステップＳ１２８の検出時動作制御を実行する部分等）と
、前記可動体が正常に動作可能であることを確認するための第２動作制御（例えば、演出
制御用ＣＰＵ１２０が、第２動作制御として第２初期化処理のステップＳ２０１～ステッ
プＳ２１３の実動作確認用動作制御を実行する部分等）と、を実行可能であり、前記第１
動作制御により前記可動体が前記原点位置に位置した場合、前記第２動作制御を行い、前
記第２動作制御が行われた後、前記可動体が前記原点位置に位置しなかった場合、再度前
記第１動作制御を行い、前記第１可動体と前記第２可動体の各々の前記第２動作制御にお
いては、第１速度と該第１速度よりも速い第２速度との範囲内で前記可動体が動作するよ
うに制御可能であり（例えば、実動作確認用動作制御を実行する場合、第１速度である最
低速度（低速）と該最低速度よりも速い第２速度としての最高速度（高速）との範囲内の
速度で可動役物が動作するように制御すること等）、前記第１可動体と前記第２可動体の
各々の前記第１動作制御においては、前記第２動作制御における前記第１速度以下の速度
で前記可動体が動作するように制御可能であり（例えば、第１動作制御としての非検出時
動作制御や検出時動作制御を実行する場合、第２動作制御としての実動作確認用動作制御
における最低速度以下の速度（本実施例では、実動作確認用動作制御における最低速度と
同じ速度）で可動役物が動作するように制御すること等）、前記第１動作制御における速
度は、前記第１可動体と前記第２可動体とで異なり、コールドスタートしてから所定期間
が経過するまでに発光手段を特定態様で発光させる特殊演出を実行し、ホットスタートし
たときに前記特殊演出を実行せず、前記特殊演出を実行しているときに演出度合が調整さ
れた場合、前記特殊演出が終了するまで前記発光手段の演出度合を変更しない、ことを特
徴とする。
【０００７】
　このような構成によれば、第１動作制御において、可動体はいかなるタイミングでも停
止可能な速度で動作するため、安全に原点位置に位置させることができる。また、演出度
合を調整可能であることの報知や、報知に応じて実行される演出度合の調整について、遊
技機がコールドスタートしたかホットスタートしたかに応じて適切に対処することができ
る。
【０００８】
　（２）上記（１）の遊技機において、当該遊技機がコールドスタートした場合、所定の
遊技が可能な待機状態に移行したことに応じて前記報知を行う（例えば、パチンコ遊技機
１がコールドスタートした場合、デモンストレーション表示が開始されたことに応じて調
整報知画像を表示すること等）ようにしてもよい。
【０００９】
　このような構成によれば、遊技機がコールドスタートして待機状態に移行するまでの処
理負荷を軽減することができる。
【００１０】
　（３）上記（１）又は（２）の遊技機において、演出度合が調整されたことを示す所定
画像を表示する所定画像表示手段（例えば、輝度調整の指示操作に応じて、演出表示装置
５に輝度調整目盛りを表示する演出制御用ＣＰＵ１２０等）を更に備え、当該遊技機が電
源投入されてから前記所定期間が経過するまでの初期動作中である場合、通常の表示態様
よりも視認性が低い特定態様で前記所定画像を表示する（例えば、初期化処理中である場
合、輝度調整目盛りを半透明で表示すること等）ようにしてもよい。
【００１１】
　このような構成によれば、初期動作中に表示される他の画像等の視認性が損なわれない
ようにすることができる。
【００１２】
　（４）上記（１）～（３）のいずれかの遊技機において、遊技者による調整動作に応じ
て演出度合を調整する調整手段（例えば、遊技者による輝度調整の指示操作に応じて遊技
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効果ランプ９の輝度を調整する演出制御用ＣＰＵ１２０等）を更に備え、当該遊技機がコ
ールドスタートしたことに応じて特殊態様の出力を行い、前記特殊態様の出力に対する演
出度合の調整は制限される（例えば、パチンコ遊技機１がコールドスタートしたことに応
じて遊技効果ランプ９を特殊発光させ、特殊発光に対する輝度は変更されないこと等）よ
うにしてもよい。
【００１３】
　このような構成によれば、遊技機がコールドスタートしたことに応じて特殊態様の出力
が適切に行われるようにすることができる。
【００１４】
　（５）上記（１）～（４）のいずれかの遊技機において、遊技者による調整動作に応じ
て演出度合を調整する調整手段と（例えば、遊技者による輝度調整の指示操作に応じて遊
技効果ランプ９の輝度を調整する演出制御用ＣＰＵ１２０等）、演出度合が調整されたこ
とを示す所定画像を表示する所定画像表示手段と（例えば、輝度調整の指示操作に応じて
、演出表示装置５に輝度調整目盛りを表示する演出制御用ＣＰＵ１２０等）を備え、演出
度合が調整されたときに、前記所定画像を表示すると共に、調整後の演出度合に応じた出
力が可能であり（例えば、遊技効果ランプ９の輝度が調整されたときに、輝度調整目盛り
を表示すると共に、遊技効果ランプ９の輝度を調整後の輝度に変更すること等）、当該遊
技機がコールドスタートしてから所定期間が経過するまでに演出度合が調整された場合、
前記所定画像を表示し、調整後の演出度合に応じた出力を制限する（例えば、パチンコ遊
技機１がコールドスタートしてから初期化処理が終了するまでに遊技効果ランプ９の輝度
が調整された場合、輝度調整目盛りを表示する一方、指示操作に応じた輝度に遊技効果ラ
ンプ９の輝度を変更しないこと等）ようにしてもよい。
【００１５】
　このような構成によれば、遊技機がコールドスタートしてから所定期間が経過するまで
に演出度合が調整された場合、所定画像が表示されるため、演出度合を調整可能であるこ
とを報知しつつ、調整後の演出度合に応じた出力が制限されるため、コールドスタートし
てから所定期間が経過するまでの動作を邪魔しないようにすることができる。
【００１６】
　（６）上記（１）～（５）のいずれかの遊技機において、前記報知の前に演出度合が調
整された場合、演出度合が調整されなかった場合よりも前記報知のタイミングが早い（例
えば、パチンコ遊技機１がホットスタートした場合、遊技効果ランプ９の輝度調整が行わ
れなければ、可動体のイニシャライズ動作が終了したことに応じて調整報知画像を表示す
るところ、可動体のイニシャライズ動作が終了するまでに輝度調整が行われた場合、輝度
調整が行われたことに応じて調整報知画像を表示することや、パチンコ遊技機１がコール
ドスタートした場合、遊技効果ランプ９の輝度調整が行われなければ、デモンストレーシ
ョン表示が開始されたことに応じて調整報知画像を表示するところ、初期化処理中に輝度
調整が行われた場合、輝度調整が行われたことに応じて調整報知画像を表示すること等）
ようにしてもよい。
【００１７】
　このような構成によれば、報知の前に演出度合の調整を行った遊技者に対し、演出度合
を調整可能であることを適切なタイミングで報知することができる。
【００１８】
　（７）上記（１）から（６）のいずれかに記載の遊技機において、当該遊技機がホット
スタートした場合、前記可動体の初期動作が終了した後に前記報知を行う（例えば、パチ
ンコ遊技機１がホットスタートした場合、可動体のイニシャライズ動作が終了した後に調
整報知画像を表示すること等）ようにしてもよい。
【００１９】
　このような構成によれば、報知により可動体の初期動作が認識しづらくなってしまうこ
とを防止することができる。
【図面の簡単な説明】
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【００２０】
【図１】パチンコ遊技機を正面から見た正面図である。
【図２】パチンコ遊技機の回路構成例を示すブロック図である。
【図３】演出制御コマンドを例示する図である。
【図４】変動パターンを例示する図である。
【図５】表示結果判定テーブルを示す説明図である。
【図６】（Ａ）は、大当り種別判定テーブルの構成例を示す図であり、（Ｂ）は、各種大
当りの内容を示す図である。
【図７】遊技制御用タイマ割込み処理の一例を示すフローチャートである。
【図８】特別図柄プロセス処理の一例を示すフローチャートである。
【図９】演出制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。
【図１０】第２初期化処理の一例を示すフローチャートである。
【図１１】第２初期化処理の一例を示すフローチャートである。
【図１２】非検出時動作制御と検出時動作制御と実動作確認用動作制御の動作例を示す説
明図である。
【図１３】非検出時動作制御と検出時動作制御と実動作確認用動作制御の動作速度例を示
す説明図である。
【図１４】演出制御プロセス処理の一例を示すフローチャートである。
【図１５】第１可動役物３００における実動作確認用動作制御の例を示す図である。
【図１６】第２可動役物４００における実動作確認用動作制御の例を示す図である。
【図１７】第３可動役物５００における実動作確認用動作制御の例を示す図である。
【図１８】第１可動役物３００と第２可動役物４００の検出時動作制御の例を示す図であ
る。
【図１９】初期化処理内のコマンド解析処理の一例を示すフローチャートである。
【図２０】初期化処理内の輝度調整割込み処理の一例を示すフローチャートである。
【図２１】初期化処理内の輝度調整目盛り表示処理の一例を示すフローチャートである。
【図２２】初期化処理内の調整報知画像表示処理の一例を示すフローチャートである。
【図２３】可変表示開始待ち処理内の調整報知画像表示処理の一例を示すフローチャート
である。
【図２４】調整報知画像の表示タイミング等を示すタイミングチャートである。
【図２５】調整報知画像等の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　本発明に係る遊技機を実施するための形態を実施例に基づいて以下に説明する。
【００２２】
　まず、遊技機の一例であるパチンコ遊技機１の全体の構成について説明する。尚、以下
の説明にて、図１の手前側をパチンコ遊技機１の前方（前面、正面）側、奥側を後方（背
面）側として説明する。尚、本実施例でパチンコ遊技機１の前面とは、遊技者側からパチ
ンコ遊技機１を見たときに該遊技者と対向する対向面である。尚、フローチャートの各ス
テップの説明にて、例えば「ステップＳ１」と記載する箇所を「Ｓ１」と略記する場合が
ある。また、本実施例で『実行』と『実施』とは同義である。
【００２３】
　図１は、本実施例のパチンコ遊技機１の正面図であり、主要部材の配置レイアウトを示
す。パチンコ遊技機１（以下、遊技機と略記する場合がある）は、大別して、遊技盤面を
構成する遊技盤２（ゲージ盤）と、遊技盤２を支持固定する遊技機用枠３（台枠）とから
構成されている。遊技盤２には、ガイドレールによって囲まれた、ほぼ円形状の遊技領域
が形成されている。遊技領域には、遊技球が打球発射装置から発射されて打ち込まれる。
【００２４】
　遊技盤２の所定位置（図１に示す例では、遊技領域の右側方）には、第１特別図柄表示
器４Ａと、第２特別図柄表示器４Ｂとが設けられている。第１特別図柄表示器４Ａと第２
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特別図柄表示器４Ｂはそれぞれ、例えば７セグメントやドットマトリクスのＬＥＤ（発光
ダイオード）等から構成され、変動表示ゲームの一例となる特図ゲームにて、各々を識別
可能な複数種類の識別情報（特別識別情報）である特別図柄（「特図」ともいう）が、変
動可能に表示（変動表示または可変表示ともいう）される。例えば、第１特別図柄表示器
４Ａと第２特別図柄表示器４Ｂはそれぞれ、「０」～「９」を示す数字や「－」を示す記
号等から構成される複数種類の特別図柄を変動表示する。尚、第１特別図柄表示器４Ａや
第２特別図柄表示器４Ｂにて表示される特別図柄は、「０」～「９」を示す数字や「－」
を示す記号等から構成されるものに限定されず、例えば７セグメントのＬＥＤで点灯させ
るものと消灯させるものとの組合せを異ならせた複数種類の点灯パターンが、複数種類の
特別図柄として予め設定されていればよい。以下では、第１特別図柄表示器４Ａにて変動
表示される特別図柄を「第１特図」ともいい、第２特別図柄表示器４Ｂにて変動表示され
る特別図柄を「第２特図」ともいう。
【００２５】
　第１特別図柄表示器４Ａと第２特別図柄表示器４Ｂはともに、例えば方形状に形成され
ている。尚、第１特図の種類と第２特図の種類は同じ（例えば、ともに「０」～「９」を
示す数字、及び、「－」を示す記号）であってもよいし、種類が異なっていてもよい。ま
た、第１特別図柄表示器４Ａと第２特別図柄表示器４Ｂはそれぞれ、例えば「００」～「
９９」を示す数字（あるいは２桁の記号）を変動表示するように構成されていてもよいし
、これら「００」～「９９」を示す各セグメントが、「００」～「９９」を視認不能にラ
ンダムに配置された表示器により変動表示するように構成されていてもよい。
【００２６】
　遊技盤２の遊技領域の中央付近には、演出表示装置５が設けられている。演出表示装置
５は、例えばＬＣＤ（液晶表示装置）等から構成され、各種の演出画像を表示する表示領
域を形成している。演出表示装置５の表示領域では、第１特別図柄表示器４Ａによる第１
特図の変動表示や第２特別図柄表示器４Ｂによる第２特図の変動表示のそれぞれに対応し
て、例えば３つといった複数の変動表示部となる演出図柄表示エリアにて、各々を識別可
能な複数種類の識別情報（装飾識別情報）である演出図柄（飾り図柄ともいう）が変動表
示される。この演出図柄の変動表示も、変動表示ゲームに含まれる。
【００２７】
　一例として、演出表示装置５の表示領域には、「左」、「中」、「右」の演出図柄表示
エリア５Ｌ，５Ｃ，５Ｒが配置されている。そして、第１特別図柄表示器４Ａでの第１特
図の変動と第２特別図柄表示器４Ｂでの第２特図の変動のうち、いずれかが開始されるこ
とに対応して、「左」、「中」、「右」の各演出図柄表示エリア５Ｌ，５Ｃ，５Ｒにて演
出図柄の変動（例えば上下方向のスクロール表示）が開始される。その後、演出表示装置
５の「左」、「中」、「右」の各演出図柄表示エリア５Ｌ，５Ｃ，５Ｒにて、確定演出図
柄（最終停止図柄）が停止表示される。
【００２８】
　このように、演出表示装置５の表示領域では、第１特別図柄表示器４Ａでの第１特図を
用いた特図ゲーム、または、第２特別図柄表示器４Ｂでの第２特図を用いた特図ゲームと
同期して、各々が識別可能な複数種類の演出図柄の変動表示を行い、確定演出図柄を導出
表示（あるいは単に「導出」ともいう）する。尚、演出図柄の変動表示中に変動表示が仮
停止するようにしても良い。
【００２９】
　「左」、「中」、「右」の各演出図柄表示エリア５Ｌ，５Ｃ，５Ｒにて変動表示される
演出図柄には、例えば８種類の図柄（英数字「１」～「８」あるいは漢数字や、英文字、
所定のモチーフに関連する８個のキャラクタ画像、数字や文字あるいは記号とキャラクタ
画像との組合せなどであればよく、キャラクタ画像は、例えば人物や動物、これら以外の
物体、もしくは、文字などの記号、あるいは、その他の任意の図形を示す飾り画像であれ
ばよい）で構成される。演出図柄のそれぞれには、対応する図柄番号が付されている。例
えば、「１」～「８」を示す英数字それぞれに対して、「１」～「８」の図柄番号が付さ
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れている。尚、演出図柄は８種類に限定されず、「大当り」となる組合せや「はずれ」と
なる組合せなど適当な数の組合せを構成可能であれば、何種類であってもよい（例えば７
種類や９種類など）。
【００３０】
　演出図柄の変動表示が開始された後、確定演出図柄が導出表示されるまでには、「左」
、「中」、「右」の各演出図柄表示エリア５Ｌ，５Ｃ，５Ｒ、又は、演出図柄表示エリア
５Ｌ，５Ｃ，５Ｒのうち少なくともいずれか１つ（例えば「左」の演出図柄表示エリア５
Ｌなど）にて、例えば図柄番号が小さいものから大きいものへと順次に上方から下方へと
流れるようなスクロール表示が行われ、図柄番号が最大（例えば「８」）である演出図柄
が表示されると、続いて図柄番号が最小（例えば「１」）である演出図柄が表示される。
【００３１】
　演出表示装置５の表示領域の下部の左右２箇所には、第１保留記憶表示エリア５Ｄ、第
２保留記憶表示エリア５Ｕが設定されている。第１保留記憶表示エリア５Ｄ、第２保留記
憶表示エリア５Ｕでは、特図ゲームに対応した変動表示の保留記憶数（特図保留記憶数）
を特定可能に表示する保留記憶表示が行われる。
【００３２】
　ここで、特図ゲームに対応した変動表示の保留は、普通入賞球装置６Ａが形成する第１
始動入賞口や、普通可変入賞球装置６Ｂが形成する第２始動入賞口を、遊技球が通過（進
入）することによる始動入賞に基づいて発生する。即ち、特図ゲームや演出図柄の変動表
示といった変動表示ゲームを実行するための始動条件（「実行条件」ともいう）は成立し
たが、先に成立した開始条件に基づく変動表示ゲームが実行中であることやパチンコ遊技
機１が大当り遊技状態に制御されていることなどにより、変動表示ゲームの開始を許容す
る開始条件が成立していないときに、成立した始動条件に対応する変動表示の保留が行わ
れる。本実施例では、第１始動入賞口を遊技球が通過（進入）することによる始動入賞に
基づいて発生した保留記憶表示を丸型の白色表示とし、第２始動入賞口を遊技球が通過（
進入）することによる始動入賞に基づいて発生した保留記憶表示を丸型の青色表示とする
。
【００３３】
　尚、以下の説明では、第１保留記憶表示エリア５Ｄ、第２保留記憶表示エリア５Ｕでの
表示を保留表示と総称することがある。
【００３４】
　図１に示す例では、保留記憶表示エリアとともに、第１特別図柄表示器４Ａ及び第２特
別図柄表示器４Ｂの上部と下部に、特図保留記憶数を特定可能に表示するための第１保留
表示器２５Ａと第２保留表示器２５Ｂとが設けられている。第１保留表示器２５Ａは、第
１特図保留記憶数を特定可能に表示する。第２保留表示器２５Ｂは、第２特図保留記憶数
を特定可能に表示する。第１特図保留記憶数と第２特図保留記憶数とを加算した変動表示
の保留記憶数は、特に、合計保留記憶数ともいう。
【００３５】
　演出表示装置５の下方には、普通入賞球装置６Ａと、普通可変入賞球装置６Ｂとが設け
られている。普通入賞球装置６Ａは、例えば所定の玉受部材によって常に一定の開放状態
に保たれる第１始動入賞口を形成する。普通可変入賞球装置６Ｂは、図２に示す普通電動
役物用となるソレノイド８１によって、垂直位置となる通常開放状態と傾動位置となる拡
大開放状態とに変化する一対の可動翼片を有する電動チューリップ型役物（普通電動役物
）を備え、第２始動入賞口を形成する。
【００３６】
　一例として、普通可変入賞球装置６Ｂでは、普通電動役物用のソレノイド８１がオフ状
態であるときに可動翼片が垂直位置となることにより、遊技球が第２始動入賞口を通過（
進入）しがたい通常開放状態となる。その一方で、普通可変入賞球装置６Ｂでは、普通電
動役物用のソレノイド８１がオン状態であるときに可動翼片が傾動位置となる傾動制御に
より、遊技球が第２始動入賞口を通過（進入）しやすい拡大開放状態となる。尚、普通可
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変入賞球装置６Ｂは、通常開放状態であるときでも、第２始動入賞口には遊技球が進入可
能であるものの、拡大開放状態であるときよりも遊技球が進入する可能性が低くなるよう
に構成してもよい。あるいは、普通可変入賞球装置６Ｂは、通常開放状態にて、例えば第
２始動入賞口を閉鎖することなどにより、第２始動入賞口には遊技球が進入しないように
構成してもよい。このように、第２始動入賞口は、遊技球が通過（進入）しやすい拡大開
放状態と、遊技球が通過（進入）しにくいまたは通過（進入）できない通常開放状態とに
変化する。
【００３７】
　普通入賞球装置６Ａに形成された第１始動入賞口を通過（進入）した遊技球は、例えば
図２に示す第１始動口スイッチ２２Ａによって検出される。普通可変入賞球装置６Ｂに形
成された第２始動入賞口を通過（進入）した遊技球は、例えば図２に示す第２始動口スイ
ッチ２２Ｂによって検出される。第１始動口スイッチ２２Ａによって遊技球が検出された
ことに基づき、所定個数（例えば３個）の遊技球が賞球として払い出され、第１特図保留
記憶数が所定の上限値（例えば「４」）未満であれば、第１始動条件が成立する。第２始
動口スイッチ２２Ｂによって遊技球が検出されたことに基づき、所定個数（例えば３個）
の遊技球が賞球として払い出され、第２特図保留記憶数が所定の上限値（例えば「４」）
未満であれば、第２始動条件が成立する。尚、第１始動口スイッチ２２Ａによって遊技球
が検出されたことに基づいて払い出される賞球の個数と、第２始動口スイッチ２２Ｂによ
って遊技球が検出されたことに基づいて払い出される賞球の個数は、互いに同一の個数で
あってもよいし、異なる個数であってもよい。
【００３８】
　普通入賞球装置６Ａと普通可変入賞球装置６Ｂの下方位置には、特別可変入賞球装置７
が設けられている。特別可変入賞球装置７は、図２に示す大入賞口扉用となるソレノイド
８２によって開閉駆動される大入賞口扉を備え、その大入賞口扉によって開放状態と閉鎖
状態とに変化する所定領域としての大入賞口を形成する。
【００３９】
　一例として、特別可変入賞球装置７では、大入賞口扉用のソレノイド８２がオフ状態で
あるときに大入賞口扉が大入賞口を閉鎖状態として、遊技球が大入賞口を通過（進入）で
きなくする。その一方で、特別可変入賞球装置７では、大入賞口扉用のソレノイド８２が
オン状態であるときに大入賞口扉が大入賞口を開放状態として、遊技球が大入賞口を通過
（進入）し易くする。このように、大入賞口は、遊技球が通過（進入）し易く遊技者にと
って有利な開放状態と、遊技球が通過（進入）できず遊技者にとって不利な閉鎖状態とに
変化する。尚、遊技球が大入賞口を通過（進入）できない閉鎖状態に代えて、あるいは閉
鎖状態の他に、遊技球が大入賞口を通過（進入）しにくい一部開放状態を設けてもよい。
【００４０】
　大入賞口を通過（進入）した遊技球は、例えば図２に示すカウントスイッチ２３によっ
て検出される。カウントスイッチ２３によって遊技球が検出されたことに基づき、所定個
数（例えば１５個）の遊技球が賞球として払い出される。こうして、開放状態となった特
別可変入賞球装置７の大入賞口を遊技球が通過（進入）したときには、他の入賞口（例え
ば第１始動入賞口や第２始動入賞口）を遊技球が通過（進入）したときよりも多くの賞球
が払い出される。従って、特別可変入賞球装置７の大入賞口が開放状態となれば、その大
入賞口に遊技球が進入可能となり、遊技者にとって有利な第１状態となる。その一方で、
特別可変入賞球装置７の大入賞口が閉鎖状態となれば、大入賞口に遊技球を通過（進入）
させて賞球を得ることが不可能または困難になり、遊技者にとって不利な第２状態となる
。
【００４１】
　遊技盤２の所定位置（図１に示す例では、遊技領域の左側方）には、普通図柄表示器２
０が設けられている。一例として、普通図柄表示器２０は、第１特別図柄表示器４Ａや第
２特別図柄表示器４Ｂと同様に７セグメントやドットマトリクスのＬＥＤ等から構成され
、特別図柄とは異なる複数種類の識別情報である普通図柄（「普図」あるいは「普通図」
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ともいう）を変動可能に表示（変動表示）する。このような普通図柄の変動表示は、普図
ゲーム（「普通図ゲーム」ともいう）と称される。
【００４２】
　普通図柄表示器２０の上方には、普図保留表示器２５Ｃが設けられている。普図保留表
示器２５Ｃは、例えば４個のＬＥＤを含んで構成され、通過ゲート４１を通過した有効通
過球数としての普図保留記憶数を表示する。
【００４３】
　遊技盤２の表面には、上記の構成以外にも、遊技球の流下方向や速度を変化させる風車
及び多数の障害釘が設けられている。また、第１始動入賞口、第２始動入賞口及び大入賞
口とは異なる入賞口として、例えば所定の玉受部材によって常に一定の開放状態に保たれ
る単一または複数の一般入賞口が設けられてもよい。この場合には、一般入賞口のいずれ
かに進入した遊技球が所定の一般入賞球スイッチによって検出されたことに基づき、所定
個数（例えば１０個）の遊技球が賞球として払い出されればよい。遊技領域の最下方には
、いずれの入賞口にも進入しなかった遊技球が取り込まれるアウト口が設けられている。
【００４４】
　遊技機用枠３の左右上部位置には、効果音等を再生出力するためのスピーカ８Ｌ，８Ｒ
が設けられており、更に遊技領域周辺部には、演出用ＬＥＤ９が設けられている。
【００４５】
　遊技機用枠３の右下部位置には、遊技球を遊技領域に向けて発射するために遊技者等に
よって操作される打球操作ハンドル（操作ノブ）が設けられている。例えば、打球操作ハ
ンドルは、遊技者等による操作量（回転量）に応じて遊技球の弾発力を調整する。打球操
作ハンドルには、打球発射装置が備える発射モータの駆動を停止させるための単発発射ス
イッチや、タッチリング（タッチセンサ）が設けられていればよい。
【００４６】
　遊技領域下方の遊技機用枠３の所定位置には、賞球として払い出された遊技球や貸し出
しによって払い出された遊技球を、打球発射装置へと供給可能に保持（貯留）する上皿（
打球供給皿）が設けられている。遊技機用枠３の下部には、上皿から溢れた余剰球などを
、パチンコ遊技機１の外部へと排出可能に保持（貯留）する下皿が設けられている。
【００４７】
　パチンコ遊技機１には、例えば図２に示すような主基板１１、演出制御基板１２、音声
制御基板１３、ランプ制御基板１４といった、各種の制御基板が搭載されている。また、
パチンコ遊技機１には、主基板１１と演出制御基板１２との間で伝送される各種の制御信
号を中継するための中継基板１５なども搭載されている。その他にも、遊技盤２などの背
面には、例えば払出制御基板、情報端子基板、発射制御基板、インタフェース基板、電源
基板などといった、各種の基板が配置されている。
【００４８】
　主基板１１は、メイン側の制御基板であり、パチンコ遊技機１での遊技の進行を制御す
るための各種回路が搭載されている。主基板１１は、主として、特図ゲームにて用いる乱
数の設定機能、所定位置に配設されたスイッチ等からの出力信号を入力可能とする機能、
演出制御基板１２などからなるサブ側の制御基板に宛てて、指令情報の一例となる制御コ
マンドを制御信号として出力して送信する機能、外部に各種情報を出力する機能などを備
えている。また、主基板１１は、第１特別図柄表示器４Ａと第２特別図柄表示器４Ｂを構
成する各ＬＥＤ（例えばセグメントＬＥＤ）などの点灯／消灯制御を行って第１特図や第
２特図の変動表示を制御することや、普通図柄表示器２０の点灯／消灯／発色制御などを
行って普通図柄表示器２０による普通図柄の変動表示を制御することといった、所定の表
示図柄の変動表示を制御する機能も備えている。
【００４９】
　主基板１１には、例えば遊技制御用マイクロコンピュータ１００や、遊技球検出用の各
種スイッチからの検出信号を取り込んで遊技制御用マイクロコンピュータ１００に伝送す
るスイッチ回路１１０、遊技制御用マイクロコンピュータ１００からのソレノイド駆動信
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号をソレノイド８１，８２に伝送するソレノイド回路１１１などが搭載されている。
【００５０】
　演出制御基板１２は、主基板１１とは独立したサブ側の制御基板であり、中継基板１５
を介して主基板１１から伝送された制御信号を受信して、演出表示装置５、スピーカ８Ｌ
，８Ｒ及び演出用ＬＥＤ９といった演出用の電気部品による演出動作を制御するための各
種回路が搭載されている。即ち、演出制御基板１２は、演出表示装置５の表示動作や、第
１可動役物３００、第２可動役物４００並びに第３可動役物５００の動作や、スピーカ８
Ｌ，８Ｒからの音声出力動作の全部または一部、演出用ＬＥＤ９などの点灯／消灯動作の
全部または一部といった、演出用の電気部品に所定の演出動作を実行させるための制御内
容を決定する機能を備えている。尚、中継基板１５を有しない構成としても良い。
【００５１】
　音声制御基板１３は、演出制御基板１２とは別個に設けられた音声出力制御用の制御基
板であり、演出制御基板１２からの指令や制御データ（音番号や音量レベル等）などに基
づき、スピーカ８Ｌ，８Ｒから音声を出力させるための音声信号処理を実行する処理回路
などが搭載されている。ランプ制御基板１４は、演出制御基板１２とは別個に設けられた
ランプ出力制御用の制御基板であり、演出制御基板１２からの指令や制御データなどに基
づき、演出用ＬＥＤ９などの点灯／消灯駆動を行うランプドライバ回路などが搭載されて
いる。
【００５２】
　図２に示すように、主基板１１には、ゲートスイッチ２１、第１始動口スイッチ２２Ａ
、第２始動口スイッチ２２Ｂ、カウントスイッチ２３からの検出信号を伝送する配線が接
続されている。尚、ゲートスイッチ２１、第１始動口スイッチ２２Ａ、第２始動口スイッ
チ２２Ｂ、カウントスイッチ２３は、例えばセンサと称されるものなどのように、遊技球
を検出できる任意の構成を有するものであればよい。また、主基板１１には、第１特別図
柄表示器４Ａ、第２特別図柄表示器４Ｂ、普通図柄表示器２０、第１保留表示器２５Ａ、
第２保留表示器２５Ｂ、普図保留表示器２５Ｃなどの表示制御を行うための指令信号を伝
送する配線が接続されている。
【００５３】
　主基板１１から演出制御基板１２に向けて伝送される制御信号は、中継基板１５によっ
て中継される。中継基板１５を介して主基板１１から演出制御基板１２に対して伝送され
る制御コマンドは、例えば電気信号として送受信される演出制御コマンドである。
【００５４】
　図３は、本実施例で用いられる演出制御コマンドの内容の一例を示す説明図である。演
出制御コマンドは、例えば２バイト構成であり、１バイト目はＭＯＤＥ（コマンドの分類
）を示し、２バイト目はＥＸＴ（コマンドの種類）を表す。尚、図３に示されたコマンド
形態は一例であって、他のコマンド形態を用いてもよい。ここで、ＸＸＨは不特定の１６
進数であることを示し、演出制御コマンドによる指示内容に応じた値であればよい。
【００５５】
　コマンド８００１Ｈは、第１特別図柄表示器４Ａでの変動開始を指定する第１変動開始
コマンドである。コマンド８００２Ｈは、第２特別図柄表示器４Ｂでの変動開始を指定す
る第２変動開始コマンドである。コマンド８１ＸＸＨは、変動パターン（変動時間）を指
定する変動パターン指定コマンドであり、指定する変動パターンなどに応じて、異なるＥ
ＸＴデータが設定される。
【００５６】
　コマンド８ＣＸＸＨは、変動表示結果通知コマンドであり、変動表示結果を指定する演
出制御コマンドである。尚、コマンド８Ｃ００Ｈは、「はずれ」となる旨の事前決定結果
を示すコマンドである。コマンド８Ｃ０１Ｈは、「大当り」で大当り種別が「確変大当り
Ａ」となる旨を通知するコマンドである。コマンド８Ｃ０２Ｈは、「大当り」で大当り種
別が「確変大当りＢ」となる旨を通知するコマンドである。コマンド８Ｃ０３Ｈは、「大
当り」で大当り種別が「非確変大当り」となる旨を通知するコマンドである。
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【００５７】
　コマンド８Ｆ００Ｈは、演出図柄の変動停止（確定）を指定する図柄確定コマンドであ
る。コマンド９５ＸＸＨは、その時点の遊技状態を指定する遊技状態指定コマンドである
。
【００５８】
　コマンドＡ０ＸＸＨは、大当り遊技状態の開始を指定する大当り開始指定コマンド（「
ファンファーレコマンド」ともいう）である。コマンドＡ１ＸＸＨは、大当り遊技状態に
て、大入賞口が開放状態となったこと及び大入賞口が開放状態である期間であることを通
知する大入賞口開放中通知コマンドである。コマンドＡ２ＸＸＨは、大当り遊技状態にて
、大入賞口が開放状態から閉鎖状態となったこと及び大入賞口が閉鎖状態である期間であ
ることを通知する大入賞口開放後通知コマンドである。コマンドＡ３ＸＸＨは、大当り遊
技状態の終了を指定する大当り終了指定コマンドである。
【００５９】
　尚、大入賞口開放中通知コマンドや大入賞口開放後通知コマンドでは、例えば通常開放
大当り状態や短期開放大当り状態のラウンドの実行回数（例えば「１」～「１６」または
「１」～「５」）に対応したＥＸＴデータが設定される。
【００６０】
　コマンドＢ１００Ｈは、普通入賞球装置６Ａが形成する第１始動入賞口への入賞によっ
て第１始動条件が成立したことを通知する第１始動口入賞指定コマンドである。コマンド
Ｂ２００Ｈは、普通可変入賞球装置６Ｂが形成する第２始動入賞口への入賞によって第２
始動条件が成立したことを通知する第２始動口入賞指定コマンドである。
【００６１】
　コマンドＣ１ＸＸＨは、第１特図保留記憶数を通知する第１保留記憶数通知コマンドで
ある。コマンドＣ２ＸＸＨは、第２特図保留記憶数を通知する第２保留記憶数通知コマン
ドである。
【００６２】
　コマンド９Ｆ００（Ｈ）は、デモ表示を指定する演出制御コマンドである。デモ表示指
定コマンドは、デモ表示を行う際に送信される。
【００６３】
　コマンドＤ１００（Ｈ）は、主基板１１側が初期化されたことを指定する演出制御コマ
ンドである。初期化指定コマンドは、初期化時に送信される。
【００６４】
　コマンドＤ２００（Ｈ）は、電源復旧が成されたことを指定する演出制御コマンドであ
る。電源復旧指定コマンドは、電源復旧時に送信される。
【００６５】
　コマンドＤ３ＸＸ（Ｈ）は、電源復旧後のパチンコ遊技機１の状態を指定する演出制御
コマンドである。当該コマンドの「ＸＸ」には、電源復旧後のパチンコ遊技機１の状態に
対応する数値が設定される。
【００６６】
　ここで、図３（Ｃ）を用いて、復旧状態指定コマンドの内容について説明する。図３（
Ｃ）は、復旧状態指定コマンドの内容の一例を示す図である。図３（Ｃ）に示すように、
電源復旧後のパチンコ遊技機１の状態が第１特図ゲームの実行中であれば、「ＸＸ」には
「０１」が設定される。電源復旧後のパチンコ遊技機１の状態が第２特図ゲームの実行中
であれば、「ＸＸ」には「０２」が設定される。電源復旧後のパチンコ遊技機１の状態が
第１特図ゲームの大当りに基づく大当り遊技状態中であれば、「ＸＸ」には「０３」が設
定される。電源復旧後のパチンコ遊技機１の状態が第２特図ゲームの大当りに基づく大当
り遊技状態中であれば、「ＸＸ」には「０４」が設定される。電源復旧後のパチンコ遊技
機１の状態が上記以外のその他の状態であれば、「ＸＸ」には「０５」が設定される。復
旧状態指定コマンドは、電源復旧時に送信される。
【００６７】
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　図２に戻って、主基板１１に搭載された遊技制御用マイクロコンピュータ１００は、例
えば１チップのマイクロコンピュータであり、遊技制御用のプログラムや固定データ等を
記憶するＲＯＭ１０１（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ　１０１）と、遊技制御用の
ワークエリアを提供するＲＡＭ１０２（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ　１
０２）と、遊技制御用のプログラムを実行して制御動作を行うＣＰＵ１０３（Ｃｅｎｔｒ
ａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ　１０３）と、ＣＰＵ１０３とは独立して乱数値
を示す数値データの更新を行う乱数回路１０４と、Ｉ／Ｏ１０５（Ｉｎｐｕｔ／Ｏｕｔｐ
ｕｔｐｏｒｔ　１０５）とを備えて構成される。
【００６８】
　一例として、遊技制御用マイクロコンピュータ１００では、ＣＰＵ１０３がＲＯＭ１０
１から読み出したプログラムを実行することにより、遊技の進行を制御するための各種処
理が実行される。
【００６９】
　主基板１１では、特図表示結果判定用の乱数値ＭＲ１、大当り種別判定用の乱数値ＭＲ
２、変動パターン判定用の乱数値ＭＲ３、普図表示結果判定用の乱数値ＭＲ４等の各種乱
数値の数値データが、カウント可能に制御される。尚、乱数回路１０４は、これらの乱数
値ＭＲ１～ＭＲ４の一部または全部を示す数値データをカウントできるものであればよく
、乱数回路１０４にてカウントしない乱数値については、ＣＰＵ１０３が、ソフトウェア
によって各種の数値データを更新することでカウントするようにすればよい。
【００７０】
　図４は、本実施例の変動パターンを示している。本実施例では、図４に示すような複数
の変動パターンが予め用意されている。具体的に、本実施例では、変動表示結果が「はず
れ」となる場合のうち、演出図柄の変動表示態様が「非リーチ」である場合と「リーチ」
である場合のそれぞれに対応して、また、変動表示結果が「大当り」となる場合などに対
応して、複数の変動パターンが予め用意されている。
【００７１】
　変動表示結果が「大当り」である場合に対応した変動パターンである大当り変動パター
ンや、演出図柄の変動表示態様が「リーチ」である場合のリーチ変動パターンには、ノー
マルリーチのリーチ演出が実行されるノーマルリーチ変動パターンと、スーパーリーチα
、スーパーリーチβといったスーパーリーチのリーチ演出が実行されるスーパーリーチ変
動パターンとがある。尚、本実施例では、ノーマルリーチ変動パターンを１種類のみしか
設けていないが、本発明はこれに限定されるものではなく、スーパーリーチと同様に、ノ
ーマルリーチα、ノーマルリーチβ、…のように、複数のノーマルリーチ変動パターンを
設けても良い。また、スーパーリーチ変動パターンでも、スーパーリーチαやスーパーリ
ーチβに加えてスーパーリーチγ…といった３以上のスーパーリーチ変動パターンを設け
ても良い。
【００７２】
　図４に示すように、本実施例におけるノーマルリーチのリーチ演出が実行されるノーマ
ルリーチ変動パターンの特図変動時間については、スーパーリーチ変動パターンであるス
ーパーリーチα、スーパーリーチβよりも短く設定されている。また、本実施例における
スーパーリーチα、スーパーリーチβといったスーパーリーチのリーチ演出が実行される
スーパーリーチ変動パターンの特図変動時間については、スーパーリーチβのスーパーリ
ーチ演出が実行される変動パターンの方が、スーパーリーチαのスーパーリーチ演出が実
行される変動パターンよりも特図変動時間が長く設定されている。
【００７３】
　尚、本実施例では、前述したようにスーパーリーチβ、スーパーリーチα、ノーマルリ
ーチの順に変動表示結果が「大当り」となる大当り期待度が高くなるように設定されてい
るため、ノーマルリーチ変動パターン及びスーパーリーチ変動パターンにおいては変動時
間が長いほど大当り期待度が高くなっている。
【００７４】
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　図２に示す遊技制御用マイクロコンピュータ１００が備えるＲＯＭ１０１には、ゲーム
制御用のプログラムの他にも、遊技の進行を制御するために用いられる各種の選択用デー
タ、テーブルデータなどが格納されている。例えば、ＲＯＭ１０１には、ＣＰＵ１０３が
各種の判定や決定、設定を行うために予め用意された複数の判定テーブルや設定テーブル
などを構成するデータが記憶されている。また、ＲＯＭ１０１には、ＣＰＵ１０３が主基
板１１から各種の制御コマンドとなる制御信号を送信するために用いられる複数のコマン
ドテーブルを構成するテーブルデータや、図４に示すような変動パターンを複数種類格納
する変動パターンテーブルを構成するテーブルデータなどが、記憶されている。
【００７５】
　図５は、ＲＯＭ１０１に記憶される表示結果判定テーブルの構成例を示している。本実
施例では、表示結果判定テーブルとして、第１特図と第２特図とで共通の表示結果判定テ
ーブルを用いているが、本発明はこれに限定されるものではなく、第１特図と第２特図と
で個別の表示結果判定テーブルを用いるようにしても良い。
【００７６】
　表示結果判定テーブルは、第１特別図柄表示器４Ａや第２特別図柄表示器４Ｂの特図ゲ
ームにおいて確定特別図柄が導出表示される前に、その変動表示結果を「大当り」として
大当り遊技状態に制御するか否かを、乱数値ＭＲ１に基づいて決定するために参照される
テーブルである。
【００７７】
　本実施例の表示結果判定テーブルでは、遊技状態が通常状態または時短状態（低確状態
）であるか、確変状態（高確状態）であるかに応じて、乱数値ＭＲ１と比較される数値（
判定値）が、「大当り」や「はずれ」の特図表示結果に割り当てられている。
【００７８】
　表示結果判定テーブルでは、特図表示結果を「大当り」として大当り遊技状態に制御す
るか否かの決定結果に対して判定用データが割り当てられている。具体的に、本実施例で
は、遊技状態が確変状態（高確状態）であるときに、通常状態または時短状態（低確状態
）であるときよりも多くの判定値が、「大当り」の特図表示結果に割り当てられている。
これにより、確変制御が行われる確変状態（高確状態）では、通常状態または時短状態（
低確状態）であるときに特図表示結果を「大当り」として大当り遊技状態に制御すると決
定される確率（本実施例では約１／３００）に比べて、特図表示結果を「大当り」として
大当り遊技状態に制御すると決定される確率が高くなる（本実施例では約１／３０）。即
ち、表示結果判定テーブルでは、遊技状態が確変状態（高確状態）であるときに、通常状
態や時短状態であるときに比べて大当り遊技状態に制御すると決定される確率が高くなる
ように、判定用データが大当り遊技状態に制御するか否かの決定結果に割り当てられてい
る。
【００７９】
　尚、ＲＯＭ１０１には、大当り遊技状態に制御すると決定されたときに、乱数値ＭＲ２
に基づき、大当り種別を複数種類のいずれかに決定するために参照される大当り種別判定
テーブルや、乱数値ＭＲ３に基づいて変動パターンを、前述した図４に示す変動パターン
のいずれかに決定するための変動パターン判定テーブルも記憶されている。
【００８０】
　図６（Ａ）に示す設定例では、変動特図が第１特図であるか第２特図であるかに応じて
、「確変大当りＡ」と「確変大当りＢ」の大当り種別に対する判定値の割当てが異なって
いる。つまり、変動特図が第２特図である場合には、ラウンド数の少ない「確変大当りＢ
」の大当り種別に割当てがなく、第２特図の変動表示では「確変大当りＢ」が発生しない
ようにすることで、時短制御に伴う高開放制御により、普通可変入賞球装置６Ｂが形成す
る第２始動入賞口に遊技球が進入しやすい遊技状態中に、得られる賞球が少ない「確変大
当りＢ」が頻発して遊技興趣が低下してしまうことを防止できるようになっている。尚、
図６（Ａ）に示す設定例は一例に過ぎず、図６（Ａ）に示す以外の大当り種別を設けるよ
うにしても良いし、それぞれの大当りの決定割合や決定の有無等は、適宜に設定すれば良
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い。
【００８１】
　また、ＲＯＭ１０１に記憶されている変動パターン判定テーブルとしては、「大当り」
とすることが事前決定されたときに使用される大当り用変動パターン判定テーブルと、「
はずれ」にすることが事前決定されたときに使用されるはずれ用変動パターン判定テーブ
ルとが予め用意されている。尚、本実施例では、はずれのときよりも大当りとなるときの
方がリーチの変動パターンが決定されやすくなり、リーチが発生した場合の方が大当りに
なる可能性（信頼度や期待度）が高くなるとともに、同じリーチの変動パターンであって
も、ノーマルリーチよりもスーパーリーチの方が大当りになる可能性（信頼度や期待度）
が高く、同じスーパーリーチであってもスーパーリーチβの変動パターンの方が、確変大
当りになる可能性（信頼度や期待度）が高くなるように、大当り用変動パターン判定テー
ブルとはずれ用変動パターン判定テーブルにおいて、各変動パターンに対応する判定値が
設定されている。
【００８２】
　尚、はずれ用変動パターン判定テーブルは、合計保留記憶数や時短状態に対応した複数
のテーブルを含んでおり、保留記憶数や時短状態に応じて、合計保留記憶数が２～４個に
対応する短縮の非リーチはずれの変動パターン（ＰＡ１－２）や、合計保留記憶数が５～
８個に対応する短縮の非リーチはずれの変動パターン（ＰＡ１－３）や、短縮の非リーチ
はずれの変動パターン（ＰＡ１－４）を、合計保留記憶数や遊技状態（時短状態）に応じ
て決定することで、合計保留記憶数が多くなる程、短い変動パターンが実行され易い、つ
まり、単位時間当りの変動回数が高まることで、無駄な始動入賞の発生を防ぐことが可能
であるとともに、時短制御中（時短状態中）では、時短制御が実行されていないときより
も、短縮の非リーチはずれの変動パターン（ＰＡ１－４）が多く決定されて単位時間当り
の変動回数が高まることで、次の大当りまでの期間を短縮でき、遊技者の連荘感を向上で
きるようになっている。
【００８３】
　図２に示す遊技制御用マイクロコンピュータ１００が備えるＲＡＭ１０２は、その一部
または全部が所定の電源基板からのバックアップ電源によってバックアップされているバ
ックアップＲＡＭであればよい。すなわち、パチンコ遊技機１に対する電力供給が停止し
ても、所定期間（バックアップ電源としてのコンデンサが放電してバックアップ電源が電
力供給不能になるまで）は、ＲＡＭ１０２の一部または全部の内容は保存され、再度の電
源投入にて、遊技状態すなわち遊技制御手段の制御状態に応じたデータ（特図プロセスフ
ラグなど）と未払出賞球数を示すデータ等の遊技の進行状態を示すデータを引き継ぐよう
にすればよい。
【００８４】
　このようなＲＡＭ１０２には、遊技の進行などを制御するために用いられる各種のデー
タを保持する領域として、図示しない遊技制御用データ保持エリアが設けられている。遊
技制御用データ保持エリアは、普通入賞球装置６Ａが形成する第１始動入賞口を遊技球が
通過（進入）して始動入賞（第１始動入賞）が発生したものの未だ開始されていない第１
特図を用いた特図ゲームの保留データとして、乱数値ＭＲ１、乱数値ＭＲ２、乱数値ＭＲ
３を示す数値データなどを記憶する第１特図保留記憶部と、普通可変入賞球装置６Ｂが形
成する第２始動入賞口を遊技球が通過（進入）して始動入賞（第２始動入賞）が発生した
ものの未だ開始されていない第２特図を用いた特図ゲームの保留データとして、乱数値Ｍ
Ｒ１、乱数値ＭＲ２、乱数値ＭＲ３を示す数値データなどを記憶する第２特図保留記憶部
と、普図保留記憶部と、特図プロセスフラグ等の遊技の進行状況などに応じて状態を更新
可能な複数種類のフラグが設けられている遊技制御フラグ設定部と、遊技の進行を制御す
るために用いられる各種のタイマが設けられている遊技制御タイマ設定部と、遊技の進行
を制御するために用いられるカウント値を計数するための複数種類のカウンタが設けられ
ている遊技制御カウンタ設定部と、遊技の進行を制御するために用いられるデータを一時
的に記憶する各種のバッファが設けられている遊技制御バッファ設定部とを備えている。
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【００８５】
　図２に示すように、演出制御基板１２には、プログラムに従って制御動作を行う演出制
御用ＣＰＵ１２０と、演出制御用のプログラムや固定データ等を記憶するＲＯＭ１２１と
、演出制御用ＣＰＵ１２０のワークエリアを提供するＲＡＭ１２２と、演出表示装置５で
の表示動作の制御内容を決定するための処理などを実行する表示制御部１２３と、演出制
御用ＣＰＵ１２０とは独立して乱数値を示す数値データの更新を行う乱数回路１２４と、
Ｉ／Ｏ１２５とが搭載されている。
【００８６】
　一例として、演出制御基板１２では、演出制御用ＣＰＵ１２０がＲＯＭ１２１から読み
出した演出制御用のプログラムを実行することにより、演出用の電気部品による演出動作
を制御するための各種処理が実行される。例えば、これら演出動作を制御するための処理
として、演出制御用ＣＰＵ１２０がＩ／Ｏ１２５を介して演出制御基板１２の外部から各
種信号の入力を受け付ける受信処理、演出制御用ＣＰＵ１２０がＩ／Ｏ１２５を介して演
出制御基板１２の外部へと各種信号を出力する送信処理なども行われる。
【００８７】
　尚、演出制御基板１２の側でも、主基板１１と同様に、例えば、各種演出の実行、非実
行や、演出の種別等を決定するための各種の乱数値（演出用乱数ともいう）が設定されて
いる。また、ＲＯＭ１２１には、演出制御用のプログラムの他にも、第１可動役物３００
、第２可動役物４００、第３可動役物５００の動作を含む演出動作を制御するために用い
られる各種のテーブルデータ、例えば、各種演出の実行、非実行や、演出の種別等を決定
するための複数の判定テーブルを構成するテーブルデータ、各変動パターンに対応する演
出制御パターンを構成するパターンデータなどが記憶されている。
【００８８】
　演出制御パターンのうち、特図変動時演出制御パターンは、各変動パターンに対応して
、特別図柄の変動が開始されてから確定特別図柄が導出表示されるまでの期間における、
演出図柄の変動表示動作や各可動役物（第１可動役物３００、第２可動役物４００、第３
可動役物５００）を動作させるリーチ演出等の様々な演出動作の制御内容を示すデータな
どから構成されている。
【００８９】
　また、ＲＡＭ１２２には、演出動作を制御するために用いられる各種データを保持する
領域として、例えば図示しない演出制御用データ保持エリアが設けられている。演出制御
用データ保持エリアは、演出動作状態や主基板１１から送信された演出制御コマンド等に
応じて状態を更新可能な複数種類のフラグが設けられている演出制御フラグ設定部と、各
種演出動作の進行を制御するために用いられる複数種類のタイマやカウンタが設けられて
いる演出制御タイマ設定部や演出制御カウンタ設定部と、各種演出動作の進行を制御する
ために用いられるデータを一時的に記憶する各種のバッファが設けられている演出制御バ
ッファ設定部とを備えている。
【００９０】
　尚、本実施例では、演出制御バッファ設定部の所定領域に、第１特図保留記憶の合計保
留記憶数の最大値（例えば「４」）に対応した格納領域（バッファ番号「１－１」～「１
－４」に対応した領域）と、第２特図保留記憶の合計保留記憶数の最大値（例えば「４」
）に対応した格納領域（バッファ番号「２－１」～「２－４」に対応した領域）が設けら
れ、その時点の保留記憶の状況を特定可能な保留記憶バッファを構成するデータが記憶さ
れており、該保留記憶バッファのデータに基づいて、第１保留記憶表示エリア５Ｄと第２
保留記憶表示エリア５Ｕの保留表示が表示される。
【００９１】
　演出制御基板１２には、可動体としての第１可動役物３００、第２可動役物４００、第
３可動役物５００が接続されており、該第１可動役物３００、第２可動役物４００、第３
可動役物５００の動作が演出制御基板１２（演出制御用ＣＰＵ１２０）により制御される
。
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【００９２】
　具体的には、図２に示すように、第１可動役物３００を駆動するための第１可動役物駆
動モータ３０３、第１可動役物３００が原点位置に位置しているか否かを検出するための
第１可動役物原点検出センサ３１６（フォトセンサ）、第２可動役物４００を駆動するた
めの第２可動役物駆動モータ４１１，４２１、第２可動役物４００が原点位置に位置して
いるか否かを検出するための第２可動役物原点検出センサ４４０Ａ，４４０Ｂ（フォトセ
ンサ）、第３可動役物５００を駆動するための第３可動役物駆動モータ５２０が接続され
ており、第１可動役物駆動モータ３０３、第２可動役物駆動モータ４１１，４２１、第３
可動役物駆動モータ５２０の動作を制御することで、第１可動役物３００、第２可動役物
４００、第３可動役物５００の動作を、演出制御基板１２（演出制御用ＣＰＵ１２０）が
個別に制御することが可能とされているとともに、第１可動役物３００、第２可動役物４
００、第３可動役物５００が原点位置（初期位置）に位置しているか否かを、演出制御基
板１２（演出制御用ＣＰＵ１２０）が検知できるようになっている。
【００９３】
　また、演出制御用ＣＰＵ１２０は、遊技制御用マイクロコンピュータ１００から送信さ
れた演出制御コマンド（制御情報）に基づいて、演出図柄の変動表示制御や予告演出とい
った遊技に関連する各種演出を実行可能とされている。演出制御用ＣＰＵ１２０が演出図
柄の変動表示中において実行する予告演出としては、例えば、大当りの可能性を示唆する
大当り予告演出や、リーチになるか否かを示唆するリーチ予告、停止図柄を予告する停止
図柄予告、遊技状態が確率変動状態であるか否か（潜伏しているか否か）を予告する潜伏
予告といったように、変動表示開始時やリーチ成立時において実行される複数の予告を含
む。そして演出制御用ＣＰＵ１２０は、これら予告演出を含む各種演出において、各可動
役物（第１可動役物３００、第２可動役物４００、第３可動役物５００）を原点位置から
演出位置まで動作させる可動体演出を実行可能としている。
【００９４】
　ここで、第１可動役物３００、第２可動役物４００、第３可動役物５００それぞれの構
造について、図１５～図１７に基づいて簡単に説明する。図１５は、第１可動役物３００
における実動作確認用動作制御の例を示す図である。図１６は、第２可動役物４００にお
ける実動作確認用動作制御の例を示す図である。図１７は、第３可動役物５００における
実動作確認用動作制御の例を示す図である。
【００９５】
　図１５に示すように、第１可動役物３００は、遊技盤２と該遊技盤２の背面側に設けら
れる演出表示装置５との間における演出表示装置５の下方位置に設けられ、所定箇所に固
設されたベース部３０１と、該ベース部３０１に対し回動可能に設けられた第１可動部３
０２と、第１可動部３０２が横向きに傾倒する第１退避位置（原点位置、初期位置、図１
５（Ａ）参照）と、第１退避から離れた位置において第１可動部３０２が縦向きに起立す
る第１演出位置（図１５（Ｂ）参照）と、の間で往復動作（回動）させる第１可動役物駆
動モータ３０３と、を有する。尚、本実施例では、第１可動役物駆動モータ３０３として
ステッピングモータが適用されている。
【００９６】
　ベース部３０１には、軸受孔３１０が貫通して形成されているとともに、該軸受孔３１
０の周辺には、軸受孔３１０を中心とする円弧形状をなすガイド溝３１１が形成されてい
る。ベース部３０１の背面における軸受孔３１０の右下方位置には第１可動役物駆動モー
タ３０３が背面に固設されており、ベース部３０１を貫通して前側に突出した駆動軸（図
示略）の先端には、回転盤３１２が固着されている。
【００９７】
　回転盤３１２の周縁所定箇所には、前後方向を向く軸部材３１３が突設されており、該
軸部材３１３には、リンク部材３１４の下端が回動可能に軸支されている。また、回転盤
３１２の周縁における軸部材３１３の反対側には被検出部３１５が突設されており、該被
検出部３１５が回転盤３１２の下方に設けられた第１可動役物原点検出センサ３１６によ
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り検出されることで、演出制御用ＣＰＵ１２０は第１可動部３０２が傾倒位置（原点位置
）に位置していることを特定できるようになっている。つまり、第１可動役物３００は後
述する非検出時動作制御または検出時動作制御の対象となる動作対象役物とされている。
【００９８】
　尚、本実施例では、第１可動部３０２は、第１退避位置にあるときには演出表示装置５
の表示画面の下方に退避し（図１参照）、第１退避位置から離れた第１演出位置において
演出表示装置５の表示画面の前面側に少なくとも一部が重畳するようになっている。
【００９９】
　第１可動部３０２は、ベース部３０１に対し回動可能に設けられた回動部材３２０に設
けられ、例えば内蔵された発光体（図示略）により前面部が発光可能とされている。回動
部材３２０は、左右方向に延びる略板状の部材からなり、前面右側には、軸受孔３１０に
後側から挿入される回動軸３２５と、回動軸３２５の左側に突設されガイド溝３１１に後
側から挿入される第１ガイド軸３２６と、回動軸３２５の右上に突設されガイド溝３１１
に後側から挿入される第２ガイド軸３２７と、を有する。
【０１００】
　ガイド溝３１１を挿通してベース部３０１の前面側に突出した第２ガイド軸３２７の先
端には、リンク部材３１４の上端が回動可能に軸支されている。つまり、回転盤３１２と
回動部材３２０とはリンク部材３１４を介して連結されている。また、回動軸３２５の外
周には、回動部材３２０を常時第１演出位置側へ向けて付勢するコイルバネ３２８が設け
られている。
【０１０１】
　このように構成された第１可動役物３００は、原点位置（初期位置）において、図１５
（Ａ）に示すように第１可動部３０２が傾倒位置に位置する。そして、第１可動役物駆動
モータ３０３により回転盤３１２が正面視時計周りに回動することにより、リンク部材３
１４により第２ガイド軸３２７が下方に引かれることで、回動軸３２５を中心として正面
視時計回りに約９０度回転し、第１可動部３０２が図１５（Ｂ）に示す第１演出位置であ
る起立位置まで回転する。尚、第１退避位置から第１演出位置へ回動する際に、コイルバ
ネ３２８の付勢力が作用するため、第１可動役物駆動モータ３０３にかかる負荷が軽減さ
れる。また、第１可動役物駆動モータ３０３を逆駆動させることで、第１退避位置から第
１演出位置へ回動する。
【０１０２】
　また、第１可動役物３００が第１退避位置へ移動したときに第１ガイド軸３２６がガイ
ド溝３１１の一端に当接することにより、第１可動役物３００の正面視反時計回りの回動
が規制され、第１可動役物３００が第１演出位置へ移動したときに第２ガイド軸３２７が
ガイド溝３１１の他端に当接することにより、第１可動役物３００の正面視時計回りの回
動が規制されるようになっている。
【０１０３】
　図１６に示すように、第２可動役物４００は、左右方向に延設され演出表示装置５の左
右寸法よりも若干短寸をなす第２可動部４０１と、上下方向に延設され演出表示装置５の
上下寸法よりもほぼ同寸をなす第２可動部４０２と、を有する。第２可動部４０１，４０
２は、遊技盤２と演出表示装置５との間に設けられている。また、第２可動部４０２は、
第２可動部４０１よりも後方の位置に設けられている。尚、第２可動部４０１は、後述す
る第２退避位置にあるときに、例えば、パチンコ遊技機１の機種名などが表示されたパネ
ルであって演出表示装置５の上方位置における第２可動部４０１より前方位置に設けられ
たロゴパネル４５０により一部が隠蔽されるようになっている。
【０１０４】
　第２可動部４０１の左端部には、上下方向を向くラックギヤ４１０が固定されており、
該ラックギヤ４１０には、ステッピングモータからなる第２可動役物駆動モータ４１１の
駆動軸に固着されたピニオンギヤ４１２が噛合されている。第２可動役物駆動モータ４１
１は、演出表示装置５の左側方に設けられる図示しないベース部に固定されている。また
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、第２可動部４０１は、図示しない案内部材により上下方向に移動可能に案内されている
。
【０１０５】
　よって、第２可動部４０１は、第２可動役物駆動モータ４１１により、演出表示装置５
の上方の第２退避位置（原点位置、初期位置、図１６（Ａ）において実線で示す位置参照
）と、演出表示装置５の前方における上下方向の略中央位置に配置され第２退避位置から
離れた第２演出位置（図１６（Ｂ）において２点鎖線で示す位置参照）と、の間で上下方
向に往復移動可能とされている。
【０１０６】
　また、第２可動部４０１の右側端部には被検出部４３０Ａが突設されており、該被検出
部４３０Ａがベース部側に設けられた第２可動役物原点検出センサ４４０Ａにより検出さ
れることで、演出制御用ＣＰＵ１２０は第２可動部４０１が第２退避位置（原点位置）に
位置していることを特定できるようになっている。
【０１０７】
　第２可動部４０２の上端部には、左右方向を向くラックギヤ４２０が固定されており、
該ラックギヤ４２０には、ステッピングモータからなる第２可動役物駆動モータ４２１の
駆動軸に固着されたピニオンギヤ４２２が噛合されている。第２可動役物駆動モータ４２
１は、演出表示装置５の上方における左右方向の略中央位置にて図示しないベース部に固
定されている。また、第２可動部４０２は、図示しない案内部材により上下方向に移動可
能に案内されている。
【０１０８】
　よって、第２可動部４０２は、第２可動役物駆動モータ４２１により、演出表示装置５
の左方の第２退避位置（図１６（Ａ）において実線で示す位置参照）と、演出表示装置５
の前方における左右方向の略中央位置に配置される第２演出位置（図１６（Ｂ）において
２点鎖線で示す位置参照）と、の間で左右方向に往復移動可能とされている。
【０１０９】
　また、第２可動部４０２の下端部には被検出部４３０Ｂが突設されており、該被検出部
４３０Ｂがベース部側に設けられた第２可動役物原点検出センサ４４０Ｂにより検出され
ることで、演出制御用ＣＰＵ１２０は第２可動部４０２が第２退避位置（原点位置）に位
置していることを特定できるようになっている。つまり、第２可動役物４００は後述する
非検出時動作制御または検出時動作制御の対象となる動作対象役物とされている。
【０１１０】
　このように構成された第２可動役物４００は、第２退避位置（原点位置、初期位置）に
おいて、図１６（Ａ）に示すように第２可動部４０１が演出表示装置５の上方、第２可動
部４０２が演出表示装置５の左側方に位置する。そして、第２可動部４０１，４０２は、
第２可動役物駆動モータ４１１，４２１を駆動させることにより図１６（Ｂ）に示す第２
演出位置まで移動し、第２可動役物駆動モータ４１１，４２１を逆駆動させることにより
第２演出位置から第２退避位置へ移動する。
【０１１１】
　また、第２可動役物４００は、特に図示しないが、第２退避位置へ移動したときに第２
可動部４０１，４０２の被規制部がベース部側の規制部に当接することで、第２可動役物
４００の第２退避位置方向への移動が規制されるようになっている。
【０１１２】
　図１７に示すように、第３可動役物５００は、遊技盤２と該遊技盤２の背面側に設けら
れる演出表示装置５との間における演出表示装置５の右側下部位置に一部が演出表示装置
５に重畳するように設けられている。第３可動役物５００は、所定箇所に固設された正面
視円形をなすベース部５０１と、該ベース部５０１に対し回動可能に設けられた第３可動
部５０２と、第３可動部５０２を前後方向を向く回転軸５０３を中心として（回転）させ
る第３可動役物駆動モータ５２０と、を有する。尚、本実施例では、第３可動役物駆動モ
ータ５２０としてステッピングモータが適用されている。
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【０１１３】
　ベース部５０１の背面における回転軸５０３の上方位置には第３可動役物駆動モータ５
２０が設けられ、第３可動役物駆動モータ５２０の駆動軸５２０Ａの先端には第１ギヤ５
０５が固着されている。第１ギヤ５０５には第２ギヤ５０６が噛合され、第２ギヤ５０６
には、回転軸５０３の後端に固着された第３ギヤ５０７が噛合されており、第３可動役物
駆動モータ５２０により第１ギヤ５０５が回転することで、該第１ギヤ５０５の回転力が
第２ギヤ５０６と第３ギヤ５０７とを介して第３可動部５０２に伝達されることで、第３
可動部５０２が回転軸５０３を中心として正転または逆転する。
【０１１４】
　図１７（Ａ）に示すように、第３可動部５０２は、正面視円形をなし、前面に所定の模
様が施されているとともに、内蔵された図示しない発光体により前面が発光可能に設けら
れている。このように第３可動部５０２は、正面視円形をなし、また、所定の模様には特
に上下がないとともに、回転軸５０３を中心として回転するだけで所定位置から移動する
ことがないので、原点位置を設けていない。よって、原点位置を検出する原点検出センサ
を有していない動作非対象役物とされている。
【０１１５】
　次に、本実施形態におけるパチンコ遊技機１の主要な動作を説明する。なお、以下では
、フローチャート等を参照して動作を説明するが、各動作では、フローチャートに現れて
いない処理等が適宜行われる場合がある。
【０１１６】
　主基板１１では、所定の電源基板からの電力供給が開始されると、遊技制御用マイクロ
コンピュータ１００が起動し、ＣＰＵ１０３によって遊技制御メイン処理となる所定の処
理が実行される。遊技制御メイン処理を開始すると、ＣＰＵ１０３は、割込み禁止に設定
した後、必要な初期設定を行う。この初期設定では、例えば、遊技制御用マイクロコンピ
ュータ１００の内蔵デバイスの初期化やＲＡＭ１０２をアクセス可能状態に設定すること
等が行われる。
【０１１７】
　次いで、ＣＰＵ１０３は、図示しないクリアスイッチが押されてオンされているかを判
定する。オンされているかの判定は、例えば、クリアスイッチから出力されるオン信号が
Ｉ／Ｏ１０５の入力ポートを介して入力されているか等によって行われる。
【０１１８】
　ＣＰＵ１０５は、オン信号が入力されている等して、クリアスイッチがオンされている
場合、パチンコ遊技機１の状態はクリアされるので、ＣＰＵ１０３は、通常の電源投入時
に実行される処理を行う。
【０１１９】
　クリアスイッチがオフの場合、ＣＰＵ１０３は、データ保護処理が実行されているかを
判定する。データ保護処理は、遊技機への電力供給が停止したときにＣＰＵ１０３によっ
て実行される処理であって、電断等が発生したときにＲＡＭ１０２が記憶するデータを保
護するための処理である。データ保護処理は、この実施の形態では、パリティデータの付
加等の電力供給停止時処理を含む。データ保護処理が実行されたかは、電力供給停止処理
等においてＲＡＭ１０２に設定されるバックアップフラグの状態によって判定すればよい
。データ保護処理が実行されていない場合、パチンコ遊技機１の状態を電力供給停止時の
状態に戻すことができないので、ＣＰＵ１０３は、通常の電源投入時に実行される処理を
行う。
【０１２０】
　一方、クリアスイッチが押されず、データ保護処理が実行された場合、電断による電力
供給の停止及び再開があった可能性があるため、ＣＰＵ１０３は、ＲＡＭ１０２のデータ
チェックを行って、正常であるか否かを判定する。この実施の形態では、データチェック
として電力供給停止時処理で付加されたパリティデータを用いたパリティチェックを行う
。なお、電力供給停止処理においてＲＡＭ１０２のデータについてチェックサムを算出し
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てＲＡＭ１０２に格納しておき、ＲＡＭ１０２のデータについて電力供給停止時処理と同
一の処理によってチェックサムを算出し、両チェックサムを比較することで、データチェ
ックを行ってもよい。
【０１２１】
　不測の停電等の電力供給停止が生じた後に電力供給が再開した場合には、ＲＡＭ１０２
のデータはバックアップされている筈であるから、チェック結果は正常になる。チェック
結果が正常でないということは、バックアップデータが、電力供給の停止時のデータとは
異なっていることになる。データチェックが異常の場合、パチンコ遊技機１の状態を電力
供給停止時の状態に戻すことができないので、通常の電源投入時に実行される処理を実行
する。
【０１２２】
　チェック結果が正常であれば、電断による電力供給の停止及び再開があったと判定でき
るので、ＣＰＵ１０３は、パチンコ遊技機１の状態を電力供給停止時の状態に復旧するた
めの復旧処理を行う。具体的には、ＲＯＭ１０１に格納されているバックアップ時設定テ
ーブルを参照して、バックアップ時設定テーブルの内容をＲＡＭ１０２に設定する。ＲＡ
Ｍ１０２はバックアップ電源によって電源バックアップされている。バックアップ時テー
ブルには、ＲＡＭ１０２の記憶内容のうち初期化してもよい領域についての初期化データ
が設定されている。バックアップ時設定テーブルの内容をＲＡＭ１０２に設定することで
、ＲＡＭ１０２のうち初期化してはならない部分については、保存されていた内容がその
まま残る。初期化してはならない部分とは、例えば、電力供給停止時の遊技状態を示すデ
ータ、Ｉ／Ｏ１０５の出力ポートの出力状態が保存されている領域、未払出賞球数を示す
データが設定されている部分等である。
【０１２３】
　なお、バックアップされる可変表示結果は、特図ゲームが実行中であれば、実行中の特
図ゲームの可変表示結果を示し、特図ゲームが実行されていない状態であれば、直近の特
図ゲームの可変表示結果を示す。なお、直近の特図ゲームがない場合には、可変表示結果
は、ハズレを示すものであってもよい。
【０１２４】
　この実施の形態では、電源復旧した場合には、後述の特別図柄プロセス処理や普通図柄
プロセス処理等にて、バックアップデータが用いられ、遊技制御が実行されるので、電断
後の電力供給の再開時に、電断の発生時の状態での処理が再開され、電力停止時に停止さ
れた状態からの遊技制御が再開される。
【０１２５】
　なお、この実施の形態では、バックアップフラグとデータチェックとの双方を用いてＲ
ＡＭ１０２のデータが保存されているか否かを確認しているが、いずれか一方のみを用い
てもよい。即ち、バックアップフラグとデータチェックとのいずれかを、電源停止からの
復旧処理を実行するための契機としてもよい。
【０１２６】
　電源停止からの復旧処理の後、ＣＰＵ１０３は、復旧処理によって復旧された復旧後の
パチンコ遊技機１の状態に応じて、電源復旧時コマンドを送信する。
【０１２７】
　復旧後には、電源復旧時コマンドとして、電源復旧指定コマンドと、表示結果指定コマ
ンドと、復旧状態指定コマンドと、特図保留記憶数指定コマンドと、を送信する処理を行
う。
【０１２８】
　通常の電源投入時に実行される処理では、ＣＰＵ１０３は、初期化処理を行う。例えば
、ＲＡＭ１０２のクリア処理を行う。クリア処理によって、所定のデータは０に初期化さ
れるが、任意の値、又は予め決められている値に初期化するようにしてもよい。また、Ｒ
ＡＭ１０２の全領域を初期化せず、所定のデータをそのままにしてもよい。また、ＲＯＭ
１０１に格納されている初期化時設定テーブルを参照し、初期化時設定テーブルの内容を
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順次ＲＡＭ１０２に設定する。このようにして、各種フラグの状態、各種タイマの値、各
種データ等が初期化される。
【０１２９】
　その後、ＣＰＵ１０３は、初期化指定コマンドを送信する。例えば、演出制御基板１２
側では、初期化指定コマンドを受信すると、演出表示装置５において、パチンコ遊技機１
の制御の初期化が成されたことを報知するための画面表示、即ち初期化報知を行うように
してもよい。
【０１３０】
　復旧時の状態に応じて電源復旧時コマンドを送信した後、又は初期化指定コマンドを送
信した後、ＣＰＵ１０３は、乱数回路１０４の初期化設定を行う。
【０１３１】
　その後、タイマ割込みの設定を行う。例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ１００
に内蔵されたＣＴＣ（カウンタ／タイマ回路）のレジスタ設定を行う。これにより、以後
、所定時間（例えば、２ミリ秒）ごとにＣＴＣから割込み要求信号がＣＰＵ１０３へ送出
され、ＣＰＵ１０３は定期的にタイマ割込み処理を実行することができる。初期設定が終
了すると、割込みを許可した後、ループ処理に入る。尚、遊技制御メイン処理では、パチ
ンコ遊技機１の内部状態を前回の電力供給停止時の状態に復帰させるための処理を実行し
てから、ループ処理に入るようにしてもよい。
【０１３２】
　こうした遊技制御メイン処理を実行したＣＰＵ１０３は、ＣＴＣからの割込み要求信号
を受信して割込み要求を受け付けると、図７のフローチャートに示す遊技制御用タイマ割
込み処理を実行する。図７に示す遊技制御用タイマ割込み処理を開始すると、ＣＰＵ１０
３は、まず、所定のスイッチ処理を実行することにより、スイッチ回路１１０を介してゲ
ートスイッチ２１、第１始動口スイッチ２２Ａ、第２始動口スイッチ２２Ｂ、カウントス
イッチ２３といった各種スイッチから入力される検出信号の状態を判定する（Ｓ１１）。
続いて、所定のメイン側エラー処理を実行することにより、パチンコ遊技機１の異常診断
を行い、その診断結果に応じて必要ならば警告を発生可能とする（Ｓ１２）。この後、所
定の情報出力処理を実行する（Ｓ１３）。
【０１３３】
　次に、乱数値ＭＲ１～ＭＲ４といった遊技用乱数の少なくとも一部をソフトウェアによ
り更新するための遊技用乱数更新処理を実行する（Ｓ１４）。この後、図８に示す特別図
柄プロセス処理を実行する（Ｓ１５）。
【０１３４】
　特別図柄プロセス処理に続いて、普通図柄表示器２０での表示動作（例えばセグメント
ＬＥＤの点灯、消灯など）を制御して、普通図柄の変動表示や普通可変入賞球装置６Ｂの
可動翼片の傾動動作設定などを行う普通図柄プロセス処理が実行される（Ｓ１６）。その
後、コマンド制御処理を実行することにより、主基板１１から演出制御基板１２などのサ
ブ側の制御基板に対して制御コマンドを送信（出力）する（Ｓ１７）。
【０１３５】
　図８は、特別図柄プロセス処理の一例を示すフローチャートである。この特別図柄プロ
セス処理では、まず、始動入賞判定処理を実行する（Ｓ２１）。その後、遊技制御フラグ
設定部１５２に設けられた特図プロセスフラグの値に応じて、Ｓ２２～Ｓ２９の処理のい
ずれかを選択して実行する。
【０１３６】
　Ｓ２１の始動入賞処理では、第１始動口スイッチ２２Ａや第２始動口スイッチ２２Ｂに
よる第１始動入賞や第２始動入賞があったか否かを判定し、入賞があった場合には、乱数
値ＭＲ１、ＭＲ２、ＭＲ３を抽出して、第１始動入賞である場合には、第１特図保留記憶
部の空きエントリの最上位に格納し、第２始動入賞である場合には、第２特図保留記憶部
の空きエントリの最上位に格納する。
【０１３７】
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　Ｓ２２の特別図柄通常処理は、特図プロセスフラグの値が“０”のときに実行される。
特別図柄通常処理では、保留データの有無などに基づいて特図ゲームを開始するか否かの
判定が行われる。また、乱数値ＭＲ１を示す数値データに基づき、変動表示結果を「大当
り」とするか否かを、その変動表示結果が導出表示される前に決定（事前決定）する。さ
らに、変動表示結果に対応して確定特別図柄（大当り図柄やはずれ図柄のいずれか）が設
定される。そして、特図プロセスフラグの値が“１”に更新される。
【０１３８】
　Ｓ２３の変動パターン設定処理は、特図プロセスフラグの値が“１”のときに実行され
る。変動パターン設定処理には、変動表示結果を「大当り」とするか否かの事前決定結果
などに基づき、乱数値ＭＲ３を示す数値データを用いて変動パターンを複数種類のいずれ
かに決定する処理などが含まれている。そして、特図プロセスフラグの値が“２”に更新
される。
【０１３９】
　Ｓ２４の特別図柄変動処理は、特図プロセスフラグの値が“２”のときに実行される。
特別図柄変動処理には、第１特別図柄表示器４Ａや第２特別図柄表示器４Ｂにて特別図柄
を変動させるための設定を行う処理や、その特別図柄が変動を開始してからの経過時間を
計測する処理などが含まれている。尚、特別図柄の変動経過時間が特図変動時間に達した
ときには、特図プロセスフラグの値が“３”に更新される。
【０１４０】
　Ｓ２５の特別図柄停止処理は、特図プロセスフラグの値が“３”のときに実行される。
特別図柄停止処理には、第１特別図柄表示器４Ａや第２特別図柄表示器４Ｂにて特別図柄
の変動表示結果となる確定特別図柄を停止表示（導出）させるための設定を行う処理が含
まれている。そして、大当りフラグがオンとなっているか否かの判定などが行われ、大当
りフラグがオンである場合には特図プロセスフラグの値が“４”に更新される。その一方
で、大当りフラグがオフである場合には、特図プロセスフラグの値が“０”に更新される
。
【０１４１】
　Ｓ２６の大当り開放前処理は、特図プロセスフラグの値が“４”のときに実行される。
大当り開放前処理には、変動表示結果が「大当り」となったことなどに基づき、大当り遊
技状態にてラウンドの実行を開始して大入賞口を開放状態とするための設定を行う処理な
どが含まれている。具体的には、大入賞口を開放状態とする期間の上限を「２９秒」に設
定するとともに、ラウンドを実行する上限回数となる大入賞口の開放回数を、「非確変大
当り」または「確変大当りＡ」である場合には、「１６回」に設定する。一方、大当り種
別が「確変大当りＢ」である場合には、ラウンドを実行する上限回数となる大入賞口の開
放回数を「５回」に設定する。このときには、特図プロセスフラグの値が“５”に更新さ
れる。
【０１４２】
　Ｓ２７の大当り開放中処理は、特図プロセスフラグの値が“５”のときに実行される。
この大当り開放中処理には、大入賞口を開放状態としてからの経過時間を計測する処理や
、その計測した経過時間やカウントスイッチ２３によって検出された遊技球の個数などに
基づいて、大入賞口を開放状態から閉鎖状態に戻すタイミングとなったか否かを判定する
処理などが含まれている。そして、大入賞口を閉鎖状態に戻すときには、大入賞口扉用の
ソレノイド８２に対するソレノイド駆動信号の供給を停止させる処理などを実行した後、
特図プロセスフラグの値が“６”に更新される。
【０１４３】
　Ｓ２８の大当り開放後処理は、特図プロセスフラグの値が“６”のときに実行される。
この大当り開放後処理には、大入賞口を開放状態とするラウンドの実行回数が大入賞口開
放回数最大値に達したか否かを判定する処理や、大入賞口開放回数最大値に達した場合に
大当り終了指定コマンドを送信するための設定を行う処理などが含まれている。そして、
ラウンドの実行回数が大入賞口開放回数最大値に達していないときには、特図プロセスフ
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ラグの値が“５”に更新される一方、大入賞口開放回数最大値に達したときには、特図プ
ロセスフラグの値が“７”に更新される。
【０１４４】
　Ｓ２９の大当り終了処理は、特図プロセスフラグの値が“７”のときに実行される。こ
の大当り終了処理には、大当り遊技状態の終了を報知するエンディング演出が実行される
期間に対応した待ち時間が経過するまで待機する処理などが含まれている。こうした設定
が行われたときには、特図プロセスフラグの値が“０”に更新される。
【０１４５】
　尚、大当り終了処理では、遊技制御バッファ設定部に記憶されている大当り種別バッフ
ァ値を読み出して、大当り種別が「非確変大当り」、「確変大当りＡ」、「確変大当りＢ
」のいずれであったかを特定する。そして、特定した大当り種別が「非確変大当り」では
ないと判定された場合には、確変制御を開始するための設定（確変フラグのセット）を行
う。
【０１４６】
　また、特定した大当り種別が「非確変大当り」である場合には、時短制御を開始するた
めの設定（時短フラグのセットと時短制御中に実行可能な特図ゲームの上限値に対応して
予め定められたカウント初期値（本実施例では「１００」）を時短回数カウンタにセット
）を行う。
【０１４７】
　次に、演出制御基板１２の動作を説明する。先ず、演出制御用ＣＰＵ１２０は、電源が
投入されると、図９に示すメイン処理の実行を開始する。メイン処理では、まず、ＲＡＭ
領域のクリアや各種初期値の設定、また演出制御の起動間隔（例えば、２ｍｓ）を決める
ためのタイマの初期設定等を行うための第１初期化処理（Ｓ５０）と、各可動役物３００
，４００，５００の原点位置への復帰と動作確認を行うための第２初期化処理を行う（Ｓ
５１）。その後、演出制御用ＣＰＵ１２０は、タイマ割込フラグの監視（Ｓ５２）を行う
ループ処理に移行する。タイマ割込が発生すると、演出制御用ＣＰＵ１２０は、タイマ割
込処理によりタイマ割込フラグをセットする。メイン処理で、タイマ割込フラグがセット
（オン）されていたら、演出制御用ＣＰＵ１２０は、そのフラグをクリアし（Ｓ５３）、
以下の処理を実行する。
【０１４８】
　演出制御用ＣＰＵ１２０は、まず、コマンド解析処理を行う（Ｓ５４）。コマンド解析
処理では、受信コマンドバッファに格納されている主基板１１から送信されてきたコマン
ドが、どのコマンド（図３参照）であるのか解析する。尚、遊技制御用マイクロコンピュ
ータ１００から送信された演出制御コマンドは、演出制御ＩＮＴ信号にもとづく割込処理
で受信され、ＲＡＭに形成されているバッファ領域に保存されている。そして、受信した
演出制御コマンドに応じたフラグをセットする処理等を行う。
【０１４９】
　次いで、演出制御用ＣＰＵ１２０は、演出制御プロセス処理を行う（Ｓ５５）。演出制
御プロセス処理では、制御状態に応じた各プロセスのうち、現在の制御状態（演出制御プ
ロセスフラグ）に対応した処理を選択して演出表示装置５の表示制御を実行する。
【０１５０】
　次いで、大当り図柄判定用乱数などの演出用乱数を生成するためのカウンタのカウント
値を更新する演出用乱数更新処理を実行し（Ｓ５６）、その後、Ｓ５２に移行する。
【０１５１】
　図１０は、本実施例の第２初期化処理（Ｓ５１）を示すフローチャートである。第２初
期化処理において演出制御用ＣＰＵ１２０は、先ず、設定データに基づいて最初に動作さ
せる可動役物を特定する（Ｓ１０１）。設定データには、可動役物の順序データが含まれ
ており、本実施例では、該順序として第１可動役物３００→第２可動役物４００→第３可
動役物５００の順が予め設定されている。よって、最初にＳ１０１が実行されるときには
、第１可動役物３００が対象の可動役物として特定されることになる。
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【０１５２】
　次いで、Ｓ１０１で特定した可動役物が原点検出を行うことが必要な原点検出対象役物
であるか否かを判定する（Ｓ１０２）。
【０１５３】
　本実施例において、これら原点検出を行うことが必要な原点検出対象役物としては、第
１可動役物原点検出センサ３１６を有する第１可動役物３００と第２可動役物原点検出セ
ンサ４４０Ａ，４４０Ｂを有する第２可動役物４００が該当し、原点検出センサを有しな
い第３可動役物５００は該当しない。よって、Ｓ１０１で特定した可動役物が第１可動役
物３００または第２可動役物４００である場合には、該判定において「Ｙ」と判定される
一方、Ｓ１０１で特定した可動役物が第３可動役物５００である場合には、「Ｎ」と判定
されることになる。
【０１５４】
　Ｓ１０２において「Ｎ」と判定された場合にはＳ１３０に進む。一方、Ｓ１０２におい
て「Ｙ」と判定された場合には、Ｓ１０３に進んで、動作対象役物に対応する原点検出セ
ンサの検出状態を特定し（Ｓ１０３）、原点検出センサが検出状態であるか否か、つまり
、対象の可動役物が原点位置（初期位置）に位置しているか否かを判定する（Ｓ１０４）
。
【０１５５】
　原点位置（初期位置）に位置していない場合（Ｓ１０４；Ｎ）には、Ｓ１０５に進んで
、非検出時動作制御の実行回数を計数するための非検出時動作回数カウンタに０をセット
した後（Ｓ１０５）、動作対象役物を動作させるための制御速度として、後述する実動作
確認用動作制御（ロング初期化動作制御）における最低速度（図１２、図１３参照）と同
じ動作速度で動作対象役物を動作させるための最低制御速度を設定し（Ｓ１０６）、動作
対象役物の駆動モータ、例えば、動作対象役物が第１可動役物３００であれば、第１可動
役物駆動モータ３０３を原点位置方向に駆動開始するとともに（Ｓ１０７）、非検出時動
作期間タイマのタイマカウントを開始する（Ｓ１０８）。尚、非検出時動作期間タイマの
タイマカウントは、例えば、第１初期化処理にて初期化されたＣＴＣから一定期間毎に出
力される信号の数をカウントすること等により行うようにすればよい。
【０１５６】
　そして、原点検出センサが検出状態となるかとともに、非検出時動作期間タイマが上限
時間に対応する値となったか否かを監視する監視状態に移行する（Ｓ１０９、Ｓ１１０）
。
【０１５７】
　動作対象役物の駆動装置（例えば、第１可動役物駆動モータ３０３）を原点位置方向に
駆動させることで動作対象役物が原点位置（初期位置）に位置して原点検出センサが検出
状態となった場合には、可動役物駆動モータの駆動を停止してＳ１３０に進む。一方、非
検出時動作期間タイマが上限時間に対応する値となった場合、つまり、上限時間が経過し
ても動作対象役物が原点位置（初期位置）に位置しなかった場合には、Ｓ１１２に進んで
、非検出時動作回数カウンタに１を加算して（Ｓ１１２）、該加算後の非検出時動作回数
カウンタの値が、動作エラー判定回数（例えば３）に達したか否かを判定する（Ｓ１１３
）。
【０１５８】
　Ｓ１１３において非検出時動作回数カウンタの値が動作エラー判定回数に達している場
合には、可動役物駆動モータの駆動を停止し、当該動作対象役物の原点復帰エラーを記憶
し（Ｓ１１４）、Ｓ１３０に進む。つまり、非検出時動作制御において動作対象役物が原
点位置（初期位置）に位置しなかった場合には、当該動作対象役物について後述する実動
作確認用動作制御を実行しないようにする（当該動作対象役物をデッドエンド状態する）
ために原点復帰エラーを記憶し、Ｓ１３０に進む。
【０１５９】
　尚、本実施例では、Ｓ１１３において非検出時動作回数カウンタの値が動作エラー判定
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回数に達している場合には、当該動作対象役物をデッドエンド状態する形態を例示したが
、本発明はこれに限定されるものではなく、Ｓ１１３において非検出時動作回数カウンタ
の値が動作エラー判定回数に達している場合に、エラー処理を開始し、該エラー処理を実
行することにより、第２初期化処理が中断されることで、演出制御メイン処理がＳ５２に
進むことなく中断され、演出制御基板１２（演出制御用ＣＰＵ１２０など）は起動しない
状態（デットエンド状態）にするようにしてもよい。
【０１６０】
　また、動作対象役物をデッドエンド状態とした場合、演出制御基板１２（演出制御用Ｃ
ＰＵ１２０など）は起動するが、例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０は、可動役物を動作さ
せることを示す入力信号（例えば、演出ボタン等の検出信号）の受付けを無効としたり、
該入力信号が入力されても可動役物を動作させないようにするといった処理を実行するこ
とが好ましい。
【０１６１】
　一方、非検出時動作回数カウンタの値が動作エラー判定回数に達していない場合には、
可動役物駆動モータの駆動を停止してＳ１０６に戻り、再度、Ｓ１０６～Ｓ１０８の処理
を行うことにより、動作対象役物を、実動作確認用動作制御（ロング初期化動作制御）に
おける最低速度にて原点位置に移動させる動作（非検出時動作制御）を開始して、前述し
たＳ１０９、Ｓ１１０の監視状態に移行する。
【０１６２】
　よって、Ｓ１１０にてエラー判定時間が経過したと判定されたとしても、動作エラー判
定回数に達するまで繰返し動作対象役物を原点位置（初期位置）に移動させる動作（非検
出時動作制御）を実行している間に動作対象役物が原点位置（初期位置）にて検出した場
合には、Ｓ１１４に進むことなく、Ｓ１３０に進むことになる。
【０１６３】
　一方、上記したＳ１０４において「Ｙ」と判定されてＳ１２０に進んだ場合には、検出
時動作回数カウンタに０をセットした後、検出時動作プロセスデータをセットし（Ｓ１２
１ａ）、検出時動作プロセスタイマのタイマカウントを開始する（Ｓ１２１ｂ）。尚、検
出時動作プロセスタイマのタイマカウントとしては、前述した非検出時動作期間タイマの
タイマカウントと同様に、第１初期化処理にて初期化されたＣＴＣから一定期間毎に出力
される信号の数をカウントすること等により行うようにすればよい。また、本実施例の検
出時動作プロセスデータには、動作対象役物を動作させるための制御速度として、後述す
る実動作確認用動作制御（ロング初期化動作制御）における最低速度（図１２、図１３参
照）と同じ動作速度で動作対象役物を動作させるための最低制御速度が記述（設定）され
ている。
【０１６４】
　次いで、セットされた検出時動作プロセスデータに設定されている最低制御速度に基づ
いて動作対象役物を動作させるとともに（Ｓ１２２）、プロセスデータが完了したか否か
を判定し（Ｓ１２３）、プロセスデータが完了していない場合には、Ｓ１２２に戻り、動
作対象役物を検出時動作プロセスデータに設定されている最低制御速度に基づいて動作さ
せる。
【０１６５】
　このように、検出時動作制御においては、検出時動作プロセスデータが完了するまで、
検出時動作プロセスデータに設定されている最低制御速度に基づく最低速度、つまり、実
動作確認用動作制御（ロング初期化動作制御）における最低速度にて、原点位置（初期位
置）から一旦離れ、該原点位置（初期位置）から離れた位置から原点位置（初期位置）に
戻るという動作を行う（図１２参照）。尚、原点位置から離れた位置とは、原点位置の近
傍位置、つまり、各原点センサにより各可動役物の被検出部を検出できない位置であって
各演出位置よりも原点位置に近い所定位置（検出時動作位置）として設定されている。
【０１６６】
　Ｓ１２３の判定において、セットされている検出時動作プロセスデータが完了したと判
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定した場合には、可動役物駆動モータの駆動を停止してＳ１２４に進んで、原点検出セン
サが検出状態になっているか否か、つまり、動作対象役物が原点位置（初期位置）に位置
しているか否かを判定（確認）する。
【０１６７】
　原点検出センサが検出状態になっている場合、つまり、動作対象役物が原点位置（初期
位置）に位置している場合にはＳ１３０に進む。
【０１６８】
　一方、原点検出センサが検出状態になっていない場合、つまり、動作対象役物が原点位
置（初期位置）に位置していない場合には、検出時動作回数カウンタに１を加算して（Ｓ
１２６）、該加算後の検出時動作回数カウンタの値が、動作エラー判定回数（例えば３）
に達したか否かを判定する（Ｓ１２７）。検出時動作回数カウンタの値が動作エラー判定
回数に達している場合には、Ｓ１２８に進んで当該動作対象役物の原点復帰エラーを記憶
し（Ｓ１２８）、Ｓ１３０に進む。つまり、検出時動作制御において動作対象役物が原点
位置（初期位置）に位置しなかった場合には、当該動作対象役物について後述する実動作
確認用動作制御を実行しないようにする（当該動作対象役物をデッドエンド状態する）た
めに原点復帰エラーを記憶し、Ｓ１３０に進む。
【０１６９】
　尚、本実施例では、Ｓ１２７において検出時動作回数カウンタの値が動作エラー判定回
数に達している場合には、当該動作対象役物をデッドエンド状態する形態を例示したが、
本発明はこれに限定されるものではなく、Ｓ１１３において検出時動作回数カウンタの値
が動作エラー判定回数に達している場合に、エラー処理を開始し、該エラー処理を実行す
ることにより、第２初期化処理が中断されることで、演出制御メイン処理がＳ５２に進む
ことなく中断され、演出制御基板１２は起動しない状態（デットエンド状態）にするよう
にしてもよい。
【０１７０】
　また、動作対象役物をデッドエンド状態とした場合、演出制御基板１２（演出制御用Ｃ
ＰＵ１２０など）は起動するが、例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０は、可動役物を動作さ
せる入力信号（例えば、演出ボタン等の検出信号）の受付けを無効としたり、該入力信号
が入力されても可動役物を動作させないようにするといった処理を実行することが好まし
い。
【０１７１】
　Ｓ１０２で「Ｎ］と判定された場合、Ｓ１０９で「Ｙ」と判定された場合、もしくはＳ
１２４で「Ｙ」と判定された場合に実行するＳ１３０においては、可動役物のうちで未だ
動作対象としていない残りの可動役物が存在するか否かを判定し、残りの可動役物が存在
しない場合（具体的には、動作対象役物が第３可動役物５００である場合）には、図１１
に示す実動作確認用動作制御を行う処理に移行する。一方、残りの可動役物が存在する場
合には、Ｓ１３１に進んで、次に動作させる可動役物を特定した後、Ｓ１０２に戻って、
該特定した動作対象役物について、Ｓ１０２以降の上記した処理を同様に実行する。
【０１７２】
　尚、動作対象役物が第１可動役物３００である場合にＳ１３１が実行される場合には、
設定データに基づいて第２可動役物４００が動作対象役物として特定され、動作対象役物
が第２可動役物４００である場合にＳ１３１が実行される場合には、設定データに基づい
て第３可動役物５００が動作対象役物として特定される。
【０１７３】
　次に図１１に示す処理について説明すると、図１１に示すＳ２００において演出制御用
ＣＰＵ１２０は、先ず、前述のＳ１０１と同様に、設定データに基づいて最初に動作確認
する可動役物（確認対象役物）を特定する（Ｓ２００）。次いで、当該対象役物の原点復
帰エラーの記憶が有るか否かを判定する（Ｓ２０１）。
【０１７４】
　確認対象役物の原点復帰エラーの記憶が有る場合は、Ｓ２０２ａ～Ｓ２１３までの処理
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を実行することなくＳ２２０に進む。このようにすることで、本実施例では、これら非検
出時動作制御や検出時動作制御において原点復帰エラーと判定された可動役物については
実動作確認用動作制御を行わないようになっている。
【０１７５】
　一方、確認対象役物の原点復帰エラーの記憶が無い場合は、Ｓ２０２ａに進んで、確認
対象役物に対応する実動作確認用プロセスデータをセットする。つまり、確認対象役物が
第１可動役物３００であれば、第１可動役物３００の実動作確認用プロセスデータをセッ
トし、確認対象役物が第２可動役物４００であれば、第２可動役物４００の実動作確認用
プロセスデータをセットし、確認対象役物が第３可動役物５００であれば、第３可動役物
５００の実動作確認用プロセスデータをセットする。尚、これら各実動作確認用プロセス
データには、演出において当該可動役物が可動体演出において実際に行う動作と同一の動
作を行うように制御速度等が記述（設定）されている。
【０１７６】
　次いで、実動作確認用プロセスタイマのタイマカウントを開始する（Ｓ２０２ｂ）。尚
、実動作確認用プロセスタイマのタイマカウントとしては、前述した非検出時動作期間タ
イマのタイマカウントと同様に、第１初期化処理にて初期化されたＣＴＣから一定期間毎
に出力される信号の数をカウントすること等により行うようにすればよい。
【０１７７】
　そして、セットされた実動作確認用プロセスデータにおいて実動作確認用プロセスタイ
マのタイマカウント値に対応して設定されている制御速度にて確認対象役物を動作させる
とともに（Ｓ２０３）、プロセスデータが完了したか否かを判定し（Ｓ２０４）、プロセ
スデータが完了していない場合には、Ｓ２０３に戻り、確認対象役物を、その時点の実動
作確認用プロセスタイマのタイマカウント値に対応して設定されている制御速度に基づい
て動作させる。
【０１７８】
　このように、実動作確認用プロセスデータが完了するまで、実動作確認用プロセスデー
タに実動作確認用プロセスタイマのタイマカウント値に対応して設定されている制御速度
にて確認対象役物を動作させることにより、確認対象役物の制御速度を、時系列的に順次
変更して、可動体演出において当該可動役物を実際に動作させる際に設定する制御速度と
同一の加速または減速を行うことができる。
【０１７９】
　そして、Ｓ２０４の判定において、セットされている実動作確認用プロセスデータが完
了したと判定した場合には、可動役物駆動モータの駆動を停止し、当該対象役物は原点対
象役物であるか否かを判定する（Ｓ２０４ａ）。当該対象役物が原点検出対象役物でなけ
れば、つまり、第３可動役物５００であればＳ２２０に進み、当該対象役物が第３可動役
物５００であれば、Ｓ２２２に進む。一方、当該対象役物が原点検出対象役物であれば、
つまり、第１可動役物３００または第２可動役物４００であれば原点検出センサが検出状
態になっているか否か、つまり、動作対象役物が原点位置（初期位置）に位置しているか
否かを判定（確認）する（Ｓ２０５）。
【０１８０】
　原点検出センサが検出状態になっている場合、つまり、確認対象役物が原点位置（初期
位置）に位置している場合にはＳ２２０に進む。一方、原点検出センサが検出状態になっ
ていない場合、つまり、確認対象役物が原点位置（初期位置）に位置していない場合には
、前述した非検出時動作制御を（図１０参照）を行って対象役物を原点位置（初期位置）
に位置させるためにＳ２０６～Ｓ２１３の処理を行う。
【０１８１】
　具体的には、非検出時動作制御の実行回数を計数するための非検出時動作回数カウンタ
に０をセットした後（Ｓ２０６）、制御速度として実動作確認用動作制御（ロング初期化
動作制御）における最低速度と同じ動作速度で動作対象役物を動作させるための最低制御
速度を設定し（Ｓ２０７）、確認対象役物の駆動装置、例えば、確認対象役物が第１可動
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役物３００であれば、第１可動役物駆動モータ３０３を原点位置（初期位置）方向に駆動
開始するとともに（Ｓ２０８）、非検出時動作期間タイマのタイマカウントを開始する（
Ｓ２０９）。
【０１８２】
　そして、原点検出センサが検出状態となるかとともに、非検出時動作期間タイマが上限
時間に対応する値となったか否かを監視する監視状態に移行する（Ｓ２１０、Ｓ２１１）
。
【０１８３】
　対象役物の駆動装置（例えば、第１可動役物駆動モータ３０３）を原点位置（初期位置
）方向に駆動させることで対象役物が原点位置（初期位置）に位置して原点検出センサが
検出状態となった場合には、Ｓ２１０にて「Ｙ」と判定されてＳ２２０に進む。一方、非
検出時動作期間タイマが上限時間に対応する値となった場合、つまり、上限時間が経過し
ても確認対象役物が原点位置（初期位置）に位置しなかった場合には、Ｓ２１２に進んで
、非検出時動作回数カウンタに１を加算して（Ｓ２１２）、該加算後の非検出時動作回数
カウンタの値が、動作エラー判定回数（例えば３）に達したか否かを判定する（Ｓ２１３
）。
【０１８４】
　非検出時動作回数カウンタの値が動作エラー判定回数に達している場合には、Ｓ２２０
に進む。尚、本実施例では、Ｓ２１３において非検出時動作回数カウンタの値が動作エラ
ー判定回数に達している場合には、当該動作対象役物をデッドエンド状態する形態を例示
したが、本発明はこれに限定されるものではなく、Ｓ２１３において非検出時動作回数カ
ウンタの値が動作エラー判定回数に達している場合に、当該動作対象役物の原点復帰エラ
ーを記憶し、当該動作対象役物について以後は実動作を実行しないようにするようにして
もよい。あるいは、エラー処理を開始し、該エラー処理を実行することにより、第２初期
化処理が中断されることで、演出制御メイン処理がＳ５２に進むことなく中断され、演出
制御基板１２は起動しない状態（デットエンド状態）にするようにしてもよい。
【０１８５】
　また、動作対象役物をデッドエンド状態とした場合、演出制御基板１２（演出制御用Ｃ
ＰＵ１２０など）は起動するが、例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０は、可動役物を動作さ
せる入力信号（例えば、演出ボタン等の検出信号）の受付けを無効としたり、該入力信号
が入力されても可動役物を動作させないようにするといった処理を実行することが好まし
い。
【０１８６】
　一方、非検出時動作回数カウンタの値が動作エラー判定回数に達していない場合には、
Ｓ２０７に戻り、再度、Ｓ２０７、Ｓ２０８、Ｓ２０９の処理を行うことにより、確認対
象役物を、実動作確認用動作制御（ロング初期化動作制御）における最低速度にて原点位
置（初期位置）に移動させる動作（原点復帰時動作）を開始して、前述したＳ２１０、Ｓ
２１１の監視状態に移行する。
【０１８７】
　よって、Ｓ２１１にてエラー判定時間が経過したと判定されたとしても、動作エラー判
定回数に達するまで繰返し対象役物を原点位置（初期位置）に移動させる動作（非検出時
動作制御）を実行している間に対象役物が原点位置（初期位置）にて検出された場合には
、Ｓ２２０に進むことになる。
【０１８８】
　Ｓ２０１で「Ｙ」と判定された場合、Ｓ２０４ａで「Ｎ」と判定された場合、Ｓ２０５
で「Ｙ」と判定された場合、もしくはＳ２１０で「Ｙ」と判定された場合に実行するＳ２
２０においては、可動役物のうちで未だ動作確認の確認対象としていない残りの可動役物
が存在するか否かを判定し、残りの可動役物が存在しない場合（具体的には、動作確認の
対象役物が第３可動役物５００である場合）には、Ｓ１１４やＳ１２８で記憶したエラー
の記録をクリア（Ｓ２２２）して、当該処理を終了する一方、残りの可動役物が存在する
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場合には、Ｓ２２１に進んで、次に動作確認する可動役物を特定した後、Ｓ２０１に戻っ
て、該特定した対象役物について、Ｓ２０１以降の上記した処理を同様に実行する。
【０１８９】
　ここで、これら図１０、図１１に示す第２初期化処理が実行されることによる可動役物
の動作態様及び制御内容について、図１２、図１３を用いて説明する。図１２は、演出制
御用ＣＰＵ１２０が行う非検出時動作制御、検出時動作制御及び実動作確認用動作制御の
動作態様を示す概略説明図である。図１３は、（Ａ）は実動作確認用動作制御における制
御速度を示す説明図、（Ｂ）は検出時動作制御における制御速度を示す説明図、（Ｃ）は
非検出時動作制御における制御速度を示す説明図である。
【０１９０】
　尚、図１２及び図１３においては、原点検出対象役物である第１可動役物３００及び第
２可動役物４００における非検出時動作制御（ショート初期化動作制御）、検出時動作制
御（ショート初期化動作制御）及び実動作確認用動作制御（ロング初期化動作制御）につ
いてのみ説明し、原点検出対象役物でない第３可動役物５００についての説明は省略する
こととする。また、第１可動役物３００の第１可動部３０２の往復動作距離（回動範囲）
と第２可動役物４００の第２可動部４０１，４０２それぞれの往復動作距離（移動範囲）
とは同一ではないが、説明の便宜上、同一の概念図を用いて説明することとする。
【０１９１】
　図１２に示すように、第１可動役物３００の第１可動部３０２及び第２可動役物４００
の第２可動部４０１，４０２は、それぞれ原点位置（退避位置、初期位置）と演出位置と
の間で往復動作可能に設けられており、原点位置から演出位置への往動作や演出位置から
原点位置への復動作は、前述した可動体演出等において実際に行う実動作とされている。
【０１９２】
　演出制御用ＣＰＵ１２０は、第２初期化処理を実行したときに可動役物の被検出部が原
点検出センサにより検出されない場合、つまり、可動役物が何らかの理由（例えば、搬送
や遊技島への設置時に原点位置から動いてしまっている場合、前回の動作時に原点復帰で
きなかった場合（例えば、演出の実行時において、モータの脱調、故障、引っ掛かりなど
により可動役物の原点復帰が確認できなかったり動作できなくなるといった役物エラー（
動作異常）が発生した場合など）、遊技機の振動により原点位置から動いてしまった場合
など）により原点位置以外の位置（例えば、図１２における非検出時動作制御に対応する
黒丸で示す位置など、原点位置と演出位置との間の所定位置）にある場合、原点復帰させ
るための非検出時動作制御を実行する。この非検出時動作制御を実行する場合、可動役物
は原点位置から離れた位置にあるため、動作としては可動役物を原点位置方向に移動させ
る動作のみとされている。
【０１９３】
　また、演出制御用ＣＰＵ１２０は、第２初期化処理を実行したときに第１可動役物３０
０の第１可動部３０２や第２可動役物４００の第２可動部４０１，４０２の被検出部が原
点検出センサにより検出された場合、検出時動作制御を実行する。
【０１９４】
　例えば、被検出部が原点検出センサにより確実に検出されるように、被検出部が原点検
出センサにより検出されたときから可動役物の原点位置方向への動作が規制されるまでの
間に所定の動作可能範囲（例えば、遊び）が設定されている場合などにおいては、原点復
帰して原点検出センサにより検出された位置よりもさらに奥側にずれた位置に停止するこ
とがある。よって、被検出部が原点検出センサにより検出されていても、可動役物をより
正確な原点位置に復帰させるための検出時動作制御を行う。
【０１９５】
　この検出時動作制御は、原点検出センサによる被検出部の検出状態を一旦解除するため
に可動役物を原点位置から離れた位置へ移動させた後に原点位置に復帰させる必要がある
が、演出位置まで移動させる必要はないので、可動役物を原点位置から該原点位置の近傍
である検出時動作位置まで移動させた後、原点位置に復帰させる。つまり、実動作よりも
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短い距離で往復動作させる（図１８（Ａ）（Ｂ）参照）。
【０１９６】
　また、演出制御用ＣＰＵ１２０は、第２初期化処理において非検出時動作制御または検
出時動作制御を実行した後、実動作確認用動作制御を実行する。実動作確認用動作制御は
、可動役物が各種演出等において実際に行う実動作と同一の動作とされている。
【０１９７】
　次に、演出制御用ＣＰＵ１２０が非検出時動作制御、検出時動作制御及び実動作確認用
動作制御を実行する際に設定する制御速度について比較する。尚、図１３（Ａ）、図１３
（Ｂ）、図１３（Ｃ）にて示す速度は、演出制御用ＣＰＵ１２０が各可動役物を動作させ
るために設定する制御速度であって、可動役物の実際の動作速度とは異なる。つまり、例
えば、所定の可動役物を動作させる場合において、原点位置と演出位置との間における一
の移動区間と他の移動区間に同一の制御速度を設定した場合でも、一の移動区間と他の移
動区間とで態様が異なる場合（例えば、バネがある区間とない区間、直線区間と曲線区間
）や、同一の移動区間でも上昇する場合と下降する場合においては、可動役物を実際に動
作させた場合の動作速度は制御速度とは異なることがある。また、可動役物に対し同一の
制御速度を設定しても、各可動役物の大きさ、重量、動作態様、動作距離、駆動機構等の
違いがある場合、各可動役物の実際の動作速度は必ずしも同一にはならない。複数の可動
役物を同一性能のステッピングモータにて動作させる場合において、各可動役物に対し同
一の制御速度を設定しても、各可動役物の大きさ、重量、動作態様、動作距離、駆動機構
等の違いがある場合、各可動役物の実際の動作速度は必ずしも同一にはならない。
【０１９８】
　図１３（Ａ）に示すように、演出制御用ＣＰＵ１２０は、実動作確認用動作制御を実行
する場合、セットした実動作確認用プロセスデータにおいて実動作確認用プロセスタイマ
のタイマカウント値に対応して設定されている制御速度に基づいて確認対象役物を動作さ
せる。具体的には、原点位置から加速した後に減速して演出位置に停止させるとともに、
演出位置から加速した後に減速して原点位置に停止させる制御を行う。すなわち、各可動
役物が正常に動作可能であることを確認するための実動作確認用動作制御では、原点位置
と演出位置との間において、可動役物の制御速度を低速→高速→低速の順に変化させる。
つまり、演出制御用ＣＰＵ１２０は、各可動役物の可動体演出を実行する場合、第１速度
である最低速度（低速）と該最低速度よりも速い第２速度としての最高速度（高速）との
範囲内の速度で各可動役物が動作するように制御するため、実動作確認用動作制御を実行
する場合においても、第１速度である最低速度（低速）と該最低速度よりも速い第２速度
としての最高速度（高速）との範囲内の速度で各可動役物が動作するように制御する。
【０１９９】
　すなわち、上記第１速度としての最低速度や第２速度としての最高速度は、可動役物の
実際の動作速度であって、該動作速度としての最低速度や最高速度となるように制御速度
が設定されることになる。尚、以下においては、最低制御速度に基づいて可動役物を動作
させた場合は最低速度にて動作し、最高制御速度に基づいて可動役物を動作させた場合は
最高速度にて動作するものとして説明する。
【０２００】
　ここで、可動役物の加速時及び減速時における動作速度が、実動作確認用動作制御にお
ける最低速度となるように制御速度が設定されている。また、演出位置に移動した後に原
点位置に復帰させる際においては、演出位置に停止させるときよりも長い時間にわたり実
動作確認用動作制御における最低速度となるように制御することで、可動役物を確実に減
速させてから原点検出センサにより被検出部が検出されるようにしている。
【０２０１】
　図１３（Ｂ）に示すように、演出制御用ＣＰＵ１２０は、検出時動作制御を実行する場
合、原点位置から演出位置まで移動させる期間及び演出位置から原点位置まで移動させる
期間において、常に実動作確認用動作制御における最低速度（第１速度）にて可動役物が
動作するように制御する。つまり、演出制御用ＣＰＵ１２０は、第１動作制御としての検
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出時動作制御における最高速度が、第２動作制御としての実動作確認用動作制御における
最低速度以下の速度（本実施例では、実動作確認用動作制御における最低速度と同じ速度
）となるように、常に実動作確認用動作制御において設定されている制御速度のうち最も
低い最低制御速度に基づいて可動役物を動作させる制御を行う。
【０２０２】
　また、検出時動作制御の場合、実動作確認用動作制御に比べて可動役物の動作距離が短
いため、実動作確認用動作制御において加速したときの制御速度、つまり高速で動作させ
ると、原点検出センサにて被検出部を確実に検出できなかったり、近距離から可動役物が
原点位置に復帰して移動規制されたときの衝撃により可動役物等が破損したりする虞があ
るため、実動作確認用動作制御における最低速度にて動作するように制御する。
【０２０３】
　また、図１３（Ｃ）に示すように、演出制御用ＣＰＵ１２０は、非検出時動作制御を実
行する場合、原点位置と演出位置との間の任意の位置から原点位置まで移動させる期間に
おいて、常に実動作確認用動作制御における最低速度（第１速度）にて動作するように制
御する。つまり、演出制御用ＣＰＵ１２０は、第１動作制御としての非検出時動作制御に
おける最高速度（最大動作速度）が、第２動作制御としての実動作確認用動作制御におけ
る最低速度以下の速度（本実施例では、実動作確認用動作制御における最低速度と同じ速
度）となるように、常に実動作確認用動作制御において設定されている制御速度のうち最
も低い最低制御速度に基づいて可動役物を動作させる制御を行う。
【０２０４】
　この場合、可動役物は原点位置からどの程度離れた位置にあるかが不明であるため、可
動役物が原点位置の近傍に位置していた場合、実動作確認用動作制御において加速したと
きの制御速度、つまり高速で動作させると、可動役物が原点位置に復帰したときに原点検
出センサにて被検出部を確実に検出できなかったり、近距離から可動役物が原点位置に復
帰して移動規制されたときの衝撃により可動役物等が破損したりする虞があるため、実動
作確認用動作制御における最低速度にて動作するように制御する。
【０２０５】
　このように本実施例では、演出制御用ＣＰＵ１２０は、第１動作制御としての非検出時
動作制御や検出時動作制御を実行する場合、実動作確認用動作制御において設定されてい
る最低制御速度に基づいて常に単一（一定）の動作速度で可動役物が動作するように制御
を行う。そしてこれら最低速度は、各可動役物に対応する実動作確認用動作制御における
最低速度であり、各可動役物に共通する動作速度ではないので、各可動役物における最低
速度は異なる場合がある。
【０２０６】
　具体的には、第１可動役物３００の第１可動部３０２と第２可動役物４００の第２可動
部４０１，４０２とは、図１５及び図１６に示すように、大きさ、重量、動作態様、動作
距離、駆動モータを含む駆動機構が各々異なるため、同一の制御速度を設定した場合でも
可動役物の実際の動作速度は異なる。また、各可動役物に対し異なる制御速度を設定した
場合においても可動役物の実際の動作速度は異なる。このように、最低速度は各可動役物
に応じて設定された制御速度に基づく動作速度であり、可動役物に最適な最低速度にて動
作するように制御するため、態様が異なる複数の可動役物を原点位置にて確実に検出させ
ることが可能となる。
【０２０７】
　図１４は、演出制御メイン処理の演出制御プロセス処理（Ｓ５５）を示すフローチャー
トである。演出制御プロセス処理では、演出制御用ＣＰＵ１２０は、先ず、演出表示装置
５の第１保留記憶表示エリア５Ｄ及び第２保留記憶表示エリア５Ｕでの保留記憶表示を、
保留記憶バッファの記憶内容に応じた表示に更新する保留表示更新処理を実行する（Ｓ７
２）。
【０２０８】
　その後、演出制御用ＣＰＵ１２０は、演出制御プロセスフラグの値に応じてＳ７３～Ｓ
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７９のうちのいずれかの処理を行う。各処理においては、以下のような処理を実行する。
【０２０９】
　可変表示開始待ち処理（Ｓ７３）：遊技制御用マイクロコンピュータ１００から変動パ
ターン指定コマンドを受信しているか否か確認する。具体的には、コマンド解析処理で変
動パターン指定コマンドを受信しているか否か確認する。変動パターン指定コマンドを受
信していれば、演出制御プロセスフラグの値を演出図柄変動開始処理（Ｓ７４）に対応し
た値に変更する。
【０２１０】
　演出図柄変動開始処理（Ｓ７４）：演出図柄の変動が開始されるように制御する。そし
て、演出制御プロセスフラグの値を演出図柄変動中処理（Ｓ７５）に対応した値に更新す
る。
【０２１１】
　演出図柄変動中処理（Ｓ７５）：変動パターンを構成する各変動状態（変動速度）の切
替タイミング等を制御するとともに、変動時間の終了を監視する。そして、変動時間が終
了したら、演出制御プロセスフラグの値を演出図柄変動停止処理（Ｓ７６）に対応した値
に更新する。
【０２１２】
　演出図柄変動停止処理（Ｓ７６）：全図柄停止を指示する演出制御コマンド（図柄確定
コマンド）を受信したことにもとづいて、演出図柄の変動を停止し表示結果（停止図柄）
を導出表示する制御を行う。そして、演出制御プロセスフラグの値を大当り表示処理（Ｓ
７７）または可変表示開始待ち処理（Ｓ７３）に対応した値に更新する。
【０２１３】
　大当り表示処理（Ｓ７７）：変動時間の終了後、演出表示装置５に大当りの発生を報知
するための画面を表示する制御を行う。そして、演出制御プロセスフラグの値を大当り遊
技中処理（Ｓ７８）に対応した値に更新する。
【０２１４】
　大当り遊技中処理（Ｓ７８）：大当り遊技中の制御を行う。例えば、大入賞口開放中指
定コマンドや大入賞口開放後指定コマンドを受信したら、演出表示装置５におけるラウン
ド数の表示制御等を行う。そして、演出制御プロセスフラグの値を大当り終了演出処理（
Ｓ７９）に対応した値に更新する。
【０２１５】
　大当り終了演出処理（Ｓ７９）：演出表示装置５において、大当り遊技状態が終了した
ことを遊技者に報知する表示制御を行う。そして、演出制御プロセスフラグの値を可変表
示開始待ち処理（Ｓ７３）に対応した値に更新する。
【０２１６】
　尚、演出制御用ＣＰＵ１２０は、演出図柄変動中処理（Ｓ７５）、大当り表示処理（Ｓ
７７）、大当り遊技中処理（Ｓ７８）、大当り遊技中処理（Ｓ７８）などにおける所定の
タイミング（例えば、可動体演出の実行条件が成立したタイミング）で、可動役物を原点
位置と演出位置との間で移動させる可動体演出を実行可能としている。
【０２１７】
　以上説明したように、本発明の実施例としてのパチンコ遊技機１にあっては、第１可動
部３０２が横向きに傾倒する第１退避位置（図１５（Ａ）参照）と、第１退避から離れた
位置において第１可動部３０２が縦向きに起立する第１演出位置（図１５（Ｂ）参照）と
の間で回動可能に設けられた第１可動役物３００や、演出表示装置５の側方に退避する第
２退避位置（原点位置、初期位置、図１６（Ａ）参照）と演出表示装置５の前方における
上下方向の略中央位置に配置され第２退避位置から離れた第２演出位置（図１６（Ｂ）参
照）との間で往復移動可能に設けられた第２可動役物４００と、可動役物を動作させるた
めの駆動手段としての第１可動役物駆動モータ３０３、第２可動役物駆動モータ４１１，
４２１と、第１可動役物駆動モータ３０３や第２可動役物駆動モータ４１１，４２１によ
る可動役物の動作を制御する制御手段としての演出制御用ＣＰＵ１２０と、を備え、演出
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制御用ＣＰＵ１２０は、第１動作制御としての非検出時動作制御や検出時動作制御と、可
動役物が正常に動作可能であることを確認するための第２動作制御としての実動作確認用
動作制御と、可動役物による可動体演出を行うための第３動作制御と、を実行可能であり
、実動作確認用動作制御を実行する場合、第１速度である最低速度（低速）と該最低速度
よりも速い第２速度としての最高速度（高速）との範囲内の速度で可動役物が動作するよ
うに制御し、非検出時動作制御や検出時動作制御を実行する場合、第２動作制御としての
実動作確認用動作制御における最低速度以下の速度で可動役物が動作するように制御する
。
【０２１８】
　このようにすることで、第１動作制御において、可動役物はいかなるタイミングでも停
止可能な速度で動作するため、安全に原点位置に位置させることができる。具体的には、
非検出時動作制御や検出時動作制御では、実動作確認用動作制御に比べて可動役物を原点
位置まで移動させる距離が短い場合があるため、非検出時動作制御や検出時動作制御にお
ける最高速度を、実動作確認用動作制御における最低速度とすることで、被検出部を検出
手段により確実に検出させることができるとともに、可動役物を高速で移動させたまま移
動規制された衝撃で破損することを回避できる。
【０２１９】
　尚、非検出時動作制御や検出時動作制御を実行する際に、実動作確認用動作制御におけ
る最低速度以下の速度で可動役物が動作するように制御する場合、非検出時動作制御や検
出時動作制御を実行する際に設定する制御速度と、実動作確認用動作制御において設定す
る最低制御速度とは同一の制御速度でもよいし異なる制御速度でもよい。
【０２２０】
　また、演出制御用ＣＰＵ１２０は、非検出時動作制御及び検出時動作制御を実行する場
合、常に予め設定された単一（一定）の動作速度、つまり、常に実動作確認用動作制御に
おける最低速度にて第１可動役物３００や第２可動役物４００が動作するように制御する
。
【０２２１】
　このようにすることで、第１可動役物３００や第２可動役物４００を原点位置に位置さ
せる際の速度を一定とすることができ、第１可動役物３００や第２可動役物４００の破損
等を防ぐことができる。
【０２２２】
　また、演出制御用ＣＰＵ１２０は、非検出時動作制御及び検出時動作制御を実行する場
合、実動作確認用動作制御における最低速度（第１速度）にて第１可動役物３００や第２
可動役物４００が動作するように制御する。
【０２２３】
　このようにすることで、第１可動役物３００や第２可動役物４００の安全動作を確保し
つつ、過度に速度を下げる（例えば、実動作確認用動作制御における最低速度よりも遅い
速度とするなど）ことなく安全に動作できる最高速度（第１速度）を選択することで、非
検出時動作制御や検出時動作制御の期間を短縮することができる。
【０２２４】
　また、第１可動役物３００や第２可動役物４００が原点位置に位置していることを検出
可能な検出手段としての第１可動役物原点検出センサ３１６、第２可動役物原点検出セン
サ４４０Ａ，４４０Ｂを備え、演出制御用ＣＰＵ１２０は、第２初期化処理におけるＳ１
０４にて原点検出センサが検出状態ではない場合はＳ１０５～Ｓ１１４の非検出時動作制
御を実行し、Ｓ１０４にて原点検出センサが検出状態である場合はＳ１２０～Ｓ１２８の
検出時動作制御を実行し、非検出時動作制御を実行する場合、検出時動作制御における最
低速度で可動役物が動作するように制御する。
【０２２５】
　このようにすることで、非検出時動作制御や検出時動作制御によって、第１可動役物原
点検出センサ３１６や第２可動役物原点検出センサ４４０Ａ，４４０Ｂの不具合の有無も
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把握することができる。また、非検出時動作制御を実行する場合は、可動役物が原点位置
の近くにあるか否かが不明であるのに対し、検出時動作制御を実行する場合は、可動役物
は原点位置にあることため、検出時動作制御においては、非検出時動作制御よりも速い速
度であって、実動作確認用動作制御における最低速度以下の速度で動作するようにしても
よい。
【０２２６】
　また、演出制御用ＣＰＵ１２０は、特定の異常（例えば、演出の実行時に発生した動作
異常など）が発生している場合において、第２初期化処理におけるステップＳ１０９にて
原点検出センサが検出状態でない場合、動作エラー判定回数が「３」に達するまで、実動
作確認用動作制御における最低速度にて第１可動役物３００や第２可動役物４００が原点
位置方向へ向けて移動するように制御する。
【０２２７】
　このようにすることで、特定の異常（例えば、演出の実行時に発生した動作異常などの
エラー）が発生している場合に実行される異常時動作においても、第１可動役物３００や
第２可動役物４００を安全に動作させることができる。具体的には、例えば、演出の実行
時に動作異常が発生した場合、その後に第２初期化処理が行われるときは、可動役物は原
点位置に復帰していないため、非検出時動作制御が実行されることになる。また、動作異
常が発生した場合、第２初期化処理においても可動役物は動作しないことが考えられるた
め、異常時動作として実動作確認用動作制御における最低速度にて第１可動役物３００や
第２可動役物４００が原点位置方向へ向けて動作するように制御する。
【０２２８】
　また、演出制御用ＣＰＵ１２０は、第２初期化処理におけるステップＳ２０１にて当該
対象役物の原点復帰エラーの記憶が有る場合、Ｓ２２０に進んで実動作確認用動作制御を
行わない。
【０２２９】
　このようにすることで、異常によって第１可動役物３００や第２可動役物４００が実動
作確認用動作制御中に原点位置以外で停止してしまうことを防ぐことができる。具体的に
は、例えば、演出の実行時に動作異常が発生した場合、第２初期化処理においても可動役
物は動作しないことが考えられるため、その場合は実動作確認用動作制御を実行しても駆
動手段に負荷がかかるだけで無駄になるため、実動作確認用動作制御は実行しないことが
好ましい。
【０２３０】
　また、可動役物として第１可動役としての第１可動役物３００及び第２可動役物４００
と第２可動役物としての第３可動役物５００とを有し、演出制御用ＣＰＵ１２０は、第２
初期化処理におけるステップＳ１０２において、可動役物が原点検出を行うことが必要な
原点検出対象役物であると判定した場合、非検出時動作制御または検出時動作制御と実動
作確認用動作制御とを実行する一方、ステップＳ１０２において可動役物が原点検出を行
うことが必要な原点検出対象役物でないと判定した場合、ステップＳ１３０に進み非検出
時動作制御と検出時動作制御とを行わない。
【０２３１】
　このようにすることで、必要な可動役物だけ実動作確認用動作制御を行うことができ、
実動作確認用動作制御による動作確認時間を短縮することができる。
【０２３２】
　また、可動役物として第１可動役としての第１可動役物３００及び第２可動役物４００
と第２可動役物としての第３可動役物５００とを有し、演出制御用ＣＰＵ１２０は、第１
可動役物３００と第２可動役物４００の各々の第１動作としての非検出時動作制御や検出
時動作制御を実行する場合、各々の実動作確認用動作制御における最低速度にて可動役物
が動作するように制御し、実動作確認用動作制御の動作速度は、第１可動役物３００と第
２可動役物４００とで異なるようにする。
【０２３３】
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　このようにすることで、各々の可動役物に応じた動作速度によって各可動役物の安全動
作を確保しつつ、非検出時動作制御及び検出時動作制御の期間を短縮することができる。
例えば、第１可動役物３００と第２可動役物４００とにおいて、実動作確認用動作制御に
おいて同一の制御速度を設定しても、各可動役物の大きさ、重量、動作態様、動作距離、
駆動機構等の違いがある場合、非検出時動作制御及び検出時動作制御を実行した場合の各
可動役物の実際の動作速度は異なることになる。
【０２３４】
　具体的には、非検出時動作制御及び検出時動作制御において、同一の制御速度（実動作
確認用動作制御において設定されている最低制御速度）を設定した場合でも、複数の可動
役物のうち重量が大きい可動役物の実際の動作速度は、重量が小さい可動役物の実際の動
作速度よりも遅くなる。また、可動役物を上昇させる場合、下降させる場合に比べて実際
の動作速度は遅くなる。また、駆動機構として可動部を演出方向に付勢するバネ等が設け
られている場合、バネが縮んでいる状態で付勢力に抗する方向に移動させる場合、バネが
伸びている状態で付勢力に抗する方向に移動させる場合に比べて実際の動作速度は遅くな
る。このように、非検出時動作制御及び検出時動作制御において、可動役物を実動作確認
用動作制御における最低速度以下の速度で可動役物が動作するように制御する場合、各可
動役物の大きさ、重量、動作態様、動作距離、駆動機構等を考慮して、各々の実動作確認
用動作制御において個別の最低制御速度を設定することが好ましい。
【０２３５】
　例えば、第１可動部と第２可動部とが、原点位置に向けて移動する際に遊技者から見た
ときに第１可動部の手前側に第２可動部が重なるように前後に配置されるものにおいて、
非検出時動作制御、検出時動作制御及び実動作確認用動作制御のいずれかを実行する際に
、第１可動部及び第２可動部双方の動作制御を一緒に行う場合、第１可動部と第２可動部
の動作速度（最低速度）が異なるように制御することが好ましい。このようにすることで
、仮に、第１可動部と第２可動部とが何らかの理由でそれぞれ原点位置から離れた位置ま
で移動した状態で電源がオン状態とされ、Ｓ５１の第２初期化処理において第１可動部及
び第２可動部双方の非検出時動作制御が一緒に実行される場合において、第１可動部及び
第２可動部双方の動作速度（最低速度）が同一になるように制御されると、第２可動部に
より第１可動部が隠れて原点位置へ移動する状況が見え難くなるが、第１可動部と第２可
動部の最低速度が異なるように制御することで、第１可動部と第２可動部とが移動する際
にずれていくので、第１可動部及び第２可動部各々の原点復帰動作を確認しやすくなる。
【０２３６】
　また、第１可動部と、該第１可動部よりも大きい（あるいは長い）第２可動部とを有す
る場合においても、第１可動部と第２可動部の動作速度（最低速度）が異なるように制御
することが好ましい。このようにすることで、例えば、第２可動部よりも小さい（あるい
は短い）ので目立たない第１可動部の非検出時動作制御、検出時動作制御及び実動作確認
用動作制御のいずれかにおける最低速度が、第１可動部よりも大きい（あるいは長い）の
で目立つ第２可動部の非検出時動作制御、検出時動作制御及び実動作確認用動作制御のい
ずれかにおける最低速度よりも遅くすることで、第１可動部及び第２可動部それぞれの動
作を確認しやすくなる。
【０２３７】
　このように、第１可動部と該第１可動部とは異なる第２可動部とを有する場合において
、第１可動部と第２可動部それぞれの非検出時動作制御、検出時動作制御及び実動作確認
用動作制御における動作速度（最低速度）が異なるように制御することが好ましい。尚、
このように第１可動部と第２可動部の動作速度（最低速度）が異なるように制御する場合
、第１可動部と第２可動部それぞれの非検出時動作制御、検出時動作制御及び実動作確認
用動作制御において設定する最低制御速度は異なっていてもよいし、同一でもよい。
【０２３８】
　次に、パチンコ遊技機１において、遊技効果ランプ（演出用ＬＥＤ）９の輝度といった
演出度合を遊技者に調整させるために必要な処理について詳細に説明する。
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【０２３９】
　演出制御用ＣＰＵ１２０は、パチンコ遊技機１が起動した後の所定のタイミングになる
と、遊技効果ランプ９の輝度を調整可能であることを報知する調整報知画像を演出表示装
置５に表示する。このような調整報知画像が表示されることにより、遊技者は、遊技効果
ランプ９の輝度を調整可能であることを把握することができる。
【０２４０】
　また、この実施の形態のパチンコ遊技機１では、所定のタイミングになって調整報知画
像が表示される前であっても、遊技効果ランプ９の輝度を調整することができるようにな
っている。
【０２４１】
　以下の説明では、パチンコ遊技機１が起動した後の所定のタイミングとなるまでに、遊
技効果ランプ９の輝度が調整された場合と、調整されなかった場合の動作について詳述す
る。
【０２４２】
　上述したように、主基板１１では、所定の電源基板からの電力供給が開始されると、遊
技制御用マイクロコンピュータ１００が起動し、ＣＰＵ１０３によって遊技制御メイン処
理となる所定の処理が実行される。
【０２４３】
　そして、遊技制御メイン処理において、電断による電力供給の停止及び再開があったと
判定され、パチンコ遊技機１の状態を電力供給停止時の状態に復旧するための復旧処理が
行われた場合、復旧処理によって復旧された復旧後のパチンコ遊技機１の状態に応じて、
電源復旧時コマンドが送信される。
【０２４４】
　遊技制御メイン処理において、例えば図示しないクリアスイッチが押されてオンされた
こと等により、パチンコ遊技機１の状態がクリアされる通常の電源投入時の処理として、
ＲＡＭ１０２のクリア処理が行われた場合、初期化指定コマンドが送信される。
【０２４５】
　また、上述したように、演出制御用ＣＰＵ１２０では、電源基板等から電源電圧の供給
を受けると、演出制御用ＣＰＵ１２０が起動して、所定の演出制御メイン処理を実行する
。演出制御メイン処理を開始すると、演出制御用ＣＰＵ１２０は、まず、所定の初期化処
理を実行して、ＲＡＭ１２２のクリアや各種初期値の設定、また演出制御基板１２に搭載
されたＣＴＣのレジスタ設定等を行う。
【０２４６】
　このような初期化処理において演出制御コマンドを受信した場合、演出制御用ＣＰＵ１
２０は、初期化処理を実行する。例えば、初期化処理には、例えば、演出用模型といった
動作可能な可動体のイニシャライズ動作の他、遊技店員による音量等のチェックのために
スピーカ８Ｌ、８Ｒから音を出力する処理や、遊技店員による輝度等のチェックのために
遊技効果ランプ９を点灯又は点滅させる処理等が含まれる。このような初期化処理を実行
するにあたり、演出制御用ＣＰＵ１２０は、受信した演出制御コマンドが電源復旧時コマ
ンドであるか初期化指定コマンドであるかに応じて、異なる処理を実行する場合がある。
例えば、初期化指定コマンドを受信した場合、演出制御用ＣＰＵ１２０は、スピーカ８Ｌ
、８Ｒから特殊音を出力させ、遊技効果ランプ９を特殊発光させる。このような特殊音の
出力や特殊発光により、遊技店員に対して、パチンコ遊技機１の状態がクリアされる通常
の電源投入時の初期化処理が実行されていることを分かり易く報知することができる。
【０２４７】
　図１９は、初期化処理内のコマンド解析処理の一例を示すフローチャートである。初期
化処理内のコマンド解析処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、まず、電源復旧指定
コマンドの受信があったかを判定する（ステップＳ１４１）。
【０２４８】
　ステップＳ１４１において、電源復旧指定コマンドの受信がなかったと判定された場合
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（ステップＳ１４１；ＮＯ）、演出制御用ＣＰＵ１２０は、初期化指定コマンドの受信が
あったかを判定する（ステップＳ１４２）。
【０２４９】
　ステップＳ１４２において、初期化指定コマンドの受信がなかったと判定された場合（
ステップＳ１４２；ＮＯ）、演出制御用ＣＰＵ１２０は、コマンド解析処理を終了する。
【０２５０】
　ステップＳ１４２において、初期化指定コマンドの受信があったと判定された場合（ス
テップＳ１４２；ＹＥＳ）、演出制御用ＣＰＵ１２０は、パチンコ遊技機１がコールドス
タートしたことを報知するためのコールドスタート報知を行う（ステップＳ１４３）。こ
こで、コールドスタートとは、広義には、パチンコ遊技機１の電源が完全に切れている状
態から起動することを意味し、狭義には、遊技制御メイン処理において、例えば図示しな
いクリアスイッチが押されてオンされたこと等により、パチンコ遊技機１の状態がクリア
される通常の電源投入時の処理として、ＲＡＭ１０２のクリア処理が行われたことを意味
する。パチンコ遊技機１がコールドスタートした場合、完全な初期化作業を行うため、起
動にかかる時間は後述するホットスタートよりも長くなる。
【０２５１】
　ステップＳ１４３の処理では、演出表示装置５のコールドスタート画面の表示開始設定
を行う。コールドスタート画面は、パチンコ遊技機１の制御の初期化が成されたことを報
知する画面である。例えば、演出表示装置５には、黒色の背景画像上に「初期化中です」
等の白色文字を重畳した合成画像から成るコールドスタート画面の表示が成される。なお
、演出制御用ＣＰＵ１２０は、初期化処理が終了するまでコールドスタート画面を表示し
続ければよい。そして、演出制御用ＣＰＵ１２０は、初期化処理が終了したことに応じて
コールドスタート画面の表示を終了し、通常の遊技画面を表示する。ここで、パチンコ遊
技機１がコールドスタートして初期化処理が終了した後に表示される通常の遊技画面とし
ては、例えば、遊技状態が通常状態に対応する背景画像に、所定の初期出目の飾り図柄が
表示され、保留表示がない状態の画面が表示されればよい。
【０２５２】
　また、ステップＳ１４３の処理では、遊技効果ランプ９の特殊発光の開始設定を行う。
特殊発光は、パチンコ遊技機１の制御の初期化が成されたことを報知する発光である。例
えば、遊技効果ランプ９は、初期値の輝度により白色点滅するように制御される。
【０２５３】
　ステップＳ１４３の処理を実行した後、演出制御用ＣＰＵ１２０は、コールドスタート
フラグをオン状態とする（ステップＳ１４４）。コールドスタートフラグは、パチンコ遊
技機１がコールドスタートしたときにオン状態となるフラグであって、ＲＡＭ１２２の所
定領域に設けられる。
【０２５４】
　ステップＳ１４１において電源復旧指定コマンドの受信があったと判定された場合（ス
テップＳ１４１；ＹＥＳ）、演出制御用ＣＰＵ１２０は、パチンコ遊技機１がホットスタ
ートしたことを報知するためのホットスタート報知を行う（ステップＳ１４５）。ここで
、ホットスタートとは、広義には、高速に再起動することを意味し、狭義には、遊技制御
メイン処理において、電断による電力供給の停止及び再開があったと判定され、パチンコ
遊技機１の状態を電力供給停止時の状態に復旧するための復旧処理が行われたことを意味
する。
【０２５５】
　ステップＳ１４５の処理では、演出表示装置５のホットスタート画面の表示開始設定を
行う。ホットスタート画面は、電源復旧があったことを報知する画面である。例えば、演
出表示装置５には、黒色の背景画像上に、「復旧中です」等の白色文字を重畳した合成画
像から成るホットスタート画面の表示が成される。なお、演出制御用ＣＰＵ１２０は、初
期化処理が終了するまでホットスタート画面を表示し続ければよい。そして、演出制御用
ＣＰＵ１２０は、初期化処理が終了したことに応じてホットスタート画面の表示を終了し
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、電断等が発生したときの遊技状態に応じた遊技画面を表示する。但し、電断等が発生し
たときの遊技状態が可変表示中であった場合、その可変表示結果について演出制御基板１
２側ではバックアップが行われていない。その場合、演出制御用ＣＰＵ１２０は、初期化
処理の終了後に、電断等が発生したときの可変表示に対応する可変表示が終了するまでホ
ットスタート画面を継続して表示し、可変表示結果を指定するコマンド等の新たなコマン
ドを受信したことに応じて、そのコマンドに応じた演出表示を開始する。
【０２５６】
　この実施の形態では、コールドスタートした場合にはコールドスタート報知として遊技
効果ランプ９を特殊発光させる一方、ホットスタートした場合にはホットスタート報知と
してそのような報知は行われない。このように遊技効果ランプ９が特殊発光することによ
り、演出表示装置５の報知画面を視認することができない位置にいる遊技店員等に対して
も、パチンコ遊技機１がコールドスタートしたことを報知することができる。但し、ホッ
トスタートした場合に特殊発光以外の態様で遊技効果ランプ９を発光させるようにしても
よい。
【０２５７】
　ステップＳ１４５の処理を実行した後、演出制御用ＣＰＵ１２０は、ホットスタートフ
ラグをオン状態とする（ステップＳ１４６）。ホットスタートフラグは、パチンコ遊技機
１がホットスタートしたときにオン状態となるフラグであって、ＲＡＭ１２２の所定領域
に設けられる。
【０２５８】
　ステップＳ１４４又はステップＳ１４６の処理を実行した後、演出制御用ＣＰＵ１２０
は、調整報知画像表示待ちフラグをオン状態として（ステップＳ１４７）、コマンド解析
処理を終了する。調整報知画像表示待ちフラグは、調整報知画像をパチンコ遊技機１の起
動後に未だ表示していないときにオン状態となるフラグであって、ＲＡＭ１２２の所定領
域に設けられる。
【０２５９】
　次に、初期化処理中に遊技効果ランプ９の輝度調整の指示操作が行われた場合の処理に
ついて説明する。
【０２６０】
　図２０は、初期化処理内の輝度調整割込み処理の一例を示すフローチャートである。初
期化処理内の輝度調整割込み処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、まず、遊技効果
ランプ９の輝度調整の指示操作が検知されたか否かを判定する（ステップＳ１８１）。こ
こで、輝度調整の指示操作は、例えば遊技者が押下操作等により所定の指示操作を可能な
図示しない十字ボタン等の操作手段を用いて遊技者によって成される操作である。十字ボ
タンの設置位置には、十字ボタンに対して成された遊技者の操作行為を検知するセンサが
設けられていればよい。
【０２６１】
　ステップＳ１８１において輝度調整の指示操作が検知されなかった場合（ステップＳ１
８１；ＮＯ）、演出制御用ＣＰＵ１２０は、輝度調整割込み処理を終了する。
【０２６２】
　ステップＳ１８１において輝度調整の指示操作が検知された場合（ステップＳ１８１；
ＹＥＳ）、演出制御用ＣＰＵ１２０は、コールドスタートフラグがオンであるか否かを判
定する（ステップＳ１８２）。
【０２６３】
　ステップＳ１８２においてコールドスタートフラグがオフである場合（ステップＳ１８
２；ＮＯ）、即ち、主基板１１から初期化指定コマンドを受信していない場合、演出制御
用ＣＰＵ１２０は、ホットスタートフラグがオンであるか否かを判定する（ステップＳ１
８３）。
【０２６４】
　ステップＳ１８３においてホットスタートフラグがオフである場合（ステップＳ１８３
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；ＮＯ）、即ち、主基板１１から電源復旧指定コマンドを受信していない場合、演出制御
用ＣＰＵ１２０は、輝度調整割込み処理を終了する。このように、輝度調整の指示操作が
検知された場合でも、主基板１１から初期化指定コマンド、電源復旧指定コマンドのいず
れも受信していない場合には、輝度調整の指示操作に応じた処理は行われない。
【０２６５】
　ステップＳ１８３においてホットスタートフラグがオンである場合（ステップＳ１８３
；ＹＥＳ）、即ち、主基板１１から電源復旧指定コマンドを受信している場合、演出制御
用ＣＰＵ１２０は、指示操作に応じた輝度に遊技効果ランプ９の輝度を変更するよう命令
する電飾信号を、ランプ制御基板１４に対して送信する。ランプ制御基板１４は、演出制
御用ＣＰＵ１２０から送信された電飾信号を受信すると、電飾信号の命令に従って、遊技
効果ランプ９を点灯又は点滅させていた場合、その輝度を指示操作に応じた輝度に調整し
、遊技効果ランプ９が消灯していた場合、指示操作に応じた輝度で遊技効果ランプ９を点
灯又は点滅させる。
【０２６６】
　ステップＳ１８２においてコールドスタートフラグがオンである場合（ステップＳ１８
２；ＹＥＳ）、即ち、主基板１１から初期化指定コマンドを受信している場合や、ステッ
プＳ１８４の処理を実行した後には、演出制御用ＣＰＵ１２０は、輝度調整の指示操作に
応じて、演出表示装置５に輝度調整目盛りを半透明で表示し（ステップＳ１８５）、輝度
調整割込み処理を終了する。輝度調整目盛りとは、調整された後の輝度を目盛りで示す指
標である。ここで、上述したように、パチンコ遊技機１がコールドスタートした場合には
、コールドスタート報知として演出表示装置５にコールドスタート画面が表示され、パチ
ンコ遊技機１がホットスタートした場合には、ホットスタート報知として演出表示装置５
にホットスタート画面が表示される。ステップＳ１８５の処理では、このようなコールド
スタート画面又はホットスタート画面が演出表示装置５に表示されているときに輝度調整
目盛りを表示するにあたり、輝度調整目盛りを半透明で表示するため、初期化処理中に表
示されるコールドスタート画面又はホットスタート画面の視認性が損なわれないようにす
ることができる。
【０２６７】
　また、輝度調整割込み処理では、ステップＳ１８２においてコールドスタートフラグが
オンである場合には、ステップＳ１８４の処理が実行されない。ここで、上述したように
、パチンコ遊技機１がコールドスタートした場合、コールドスタート報知として、遊技効
果ランプ９を初期値の輝度により白色点滅させる等して特殊発光させている。しかしなが
ら、主基板１１から初期化指定コマンドを受信している場合、即ち、パチンコ遊技機１が
コールドスタートした場合には、ステップＳ１８４の処理が実行されないことから、コー
ルドスタート報知として実行されている遊技効果ランプ９の特殊発光の輝度は調整されな
い。このような構成によれば、パチンコ遊技機１がコールドスタートしたことに応じて実
行される遊技効果ランプ９の特殊発光が適切に行われるようにすることができ、コールド
スタートしてから所定期間が経過するまでの動作を邪魔しないようにすることができる。
【０２６８】
　但し、その場合でも、パチンコ遊技機１がコールドスタートしたときの初期化処理が終
了した後には、輝度調整の指示操作に応じて遊技効果ランプ９の輝度が調整されるような
制御が行われる。例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０は、指示操作に応じて調整されるべき
調整後の輝度をＲＡＭ１２２の所定領域に記憶しておき、初期化処理が終了したことに応
じて、その輝度に変更するよう命令する電飾信号を、ランプ制御基板１４に対して送信す
ればよい。また、例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０は、指示操作が行われたタイミングで
、指示操作に応じた輝度に遊技効果ランプ９の輝度を変更するよう命令する電飾信号を、
ランプ制御基板１４に対して送信し、ランプ制御基板１４側で指示操作に応じて調整され
るべき調整後の輝度をＲＡＭ１２２の所定領域に記憶しておき、初期化処理が終了したこ
とに応じて、その輝度に変更すればよい。
【０２６９】
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　次に、初期化処理において輝度調整目盛りを表示する処理について説明する。
【０２７０】
　図２１は、初期化処理内の輝度調整目盛り表示処理の一例を示すフローチャートである
。初期化処理内の輝度調整目盛り表示処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、まず、
輝度調整目盛りの表示中であるか否かを判定する（ステップＳ１９１）。ステップＳ１９
１の処理では、例えば、ＲＡＭ１２２の所定領域に設けられて、輝度調整目盛りが表示さ
れていることに応じてオン状態となる目盛り表示中フラグがオンであるか否かを判定する
ことにより、輝度調整目盛りの表示中であるか否かを判定すればよい。
【０２７１】
　ステップＳ１９１において輝度調整目盛りの表示中でないと判定された場合（ステップ
Ｓ１９１；ＮＯ）、演出制御用ＣＰＵ１２０は、輝度調整目盛り表示処理を終了する。
【０２７２】
　ステップＳ１９１において輝度調整目盛りの表示中であると判定された場合（ステップ
Ｓ１９１；ＹＥＳ）、演出制御用ＣＰＵ１２０は、輝度調整目盛りを表示すべき期間であ
る目盛り表示期間が経過したか否かを判定する（ステップＳ１９２）。ステップＳ１９２
の処理では、例えば、ＲＡＭ１２２の所定領域に設けられて、目盛り表示期間に対応する
目盛り表示タイマがタイムアウトしたか否かを判定することにより、目盛り表示期間が経
過したか否かを判定すればよい。
【０２７３】
　ステップＳ１９２にて目盛り表示期間が経過していないと判定された場合（ステップＳ
１９２；ＮＯ）演出制御用ＣＰＵ１２０は、輝度調整目盛り表示処理を終了する。このよ
うにして、初期化処理において輝度調整目盛りが表示された場合、輝度調整目盛りは、輝
度調整目盛り表示期間が経過するまで、半透明で表示され続ける。
【０２７４】
　ステップＳ１９２にて目盛り表示期間が経過したと判定された場合（ステップＳ１９２
；ＹＥＳ）、演出制御用ＣＰＵ１２０は、輝度調整目盛りを消去した後に（ステップＳ１
９３）、調整報知画像を表示し（ステップＳ１９４）、調整報知画像表示待ちフラグをク
リアしてオフ状態にして（ステップＳ１９５）、輝度調整目盛り表示処理を終了する。な
お、ステップＳ１９４において表示された調整報知画像は、輝度調整目盛りと同様、所定
の表示期間が経過したことに応じて消去されるようにすればよい。
【０２７５】
　このように、この実施の形態では、初期化処理中に輝度調整の指示操作が行われた場合
、輝度調整目盛りが所定期間にわたって表示された後に、輝度調整目盛りが消去され、調
整報知画像が表示される。一方、後述するように、調整報知画像は、パチンコ遊技機１が
ホットスタートした場合、輝度調整の指示操作が行われなくても、所定のタイミングとし
て、演出用模型といった動作可能な可動体のイニシャライズ動作が終了したことを契機に
表示される。また、後述するように、調整報知画像は、パチンコ遊技機１がコールドスタ
ートした場合、輝度調整の指示操作が行われなくても、所定のタイミングとして、例えば
演出表示装置５において所定の演出画像を表示すること等によるデモンストレーション表
示が行われたことを契機に表示される。このような構成によれば、遊技効果ランプ９の輝
度を調整可能であることを報知する前に調整が行われた場合、調整を行った遊技者に対し
、遊技効果ランプ９の輝度を調整可能であることを適切なタイミングで報知することがで
きる。
【０２７６】
　次に、所定のタイミングとして演出用模型といった動作可能な可動体のイニシャライズ
動作が終了したことを契機に、調整報知画像を表示する処理について説明する。
【０２７７】
　図２２は、初期化処理内の調整報知画像表示処理の一例を示すフローチャートである。
初期化処理内の調整報知画像表示処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、まず、可動
体のイニシャライズ動作が終了したか否かを判定する（ステップＳ２５１）ステップＳ２
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５１の処理では、例えば、ＲＡＭ１２２の所定領域に設けられて、可動体のイニシャライ
ズ動作が行われていることに応じてオン状態となるイニシャライズ動作中フラグがオンで
あるか否かを判定することにより、可動体のイニシャライズ動作が終了したか否かを判定
すればよい。
【０２７８】
　ステップＳ２５１において可動体のイニシャライズ動作が終了していないと判定された
場合（ステップＳ２５１；ＮＯ）、演出制御用ＣＰＵ１２０は、調整報知画像表示処理を
終了する。
【０２７９】
　ステップＳ２５１において可動体のイニシャライズ動作が終了したと判定された場合（
ステップＳ２５１；ＹＥＳ）、演出制御用ＣＰＵ１２０は、輝度調整目盛りの表示中であ
るか否かを判定する（ステップＳ２５２）。ステップＳ２５２の処理では、例えば、上述
した目盛り表示中フラグがオンであるか否かを判定することにより、輝度調整目盛りの表
示中であるか否かを判定すればよい。
【０２８０】
　ステップＳ２５２において輝度調整目盛りの表示中であると判定された場合（ステップ
Ｓ２５２；ＹＥＳ）、演出制御用ＣＰＵ１２０は、調整報知画像表示処理を終了する。こ
こで、可動体のイニシャライズ動作が終了したタイミングで輝度調整目盛りの表示中であ
るということは、既に、輝度調整の指示操作が行われたことに応じて輝度調整目盛りが表
示されたということである。その場合、上述したように、輝度調整目盛りが消去された後
に調整報知画像が表示されるので、調整報知画像表示処理を継続する必要はない。
【０２８１】
　ステップＳ２５２において輝度調整目盛りの表示中でないと判定された場合（ステップ
Ｓ２５２；ＮＯ）、演出制御用ＣＰＵ１２０は、調整報知画像の表示中であるか否かを判
定する（ステップＳ２５３）。ステップＳ２５３の処理では、例えば、ＲＡＭ１２２の所
定領域に設けられて、調整報知画像が表示されていることに応じてオン状態となる調整報
知画像表示中フラグがオンであるか否かを判定することにより、調整報知画像の表示中で
あるか否かを判定すればよい。
【０２８２】
　ステップＳ２５３において調整報知画像の表示中であると判定された場合（ステップＳ
２５３；ＹＥＳ）、演出制御用ＣＰＵ１２０は、調整報知画像表示処理を終了する。ここ
で、可動体のイニシャライズ動作が終了したタイミングで調整報知画像の表示中であると
いうことは、既に、輝度調整の指示操作が行われたことに応じて調整報知画像が表示され
たということであり、調整報知画像表示処理を継続する必要はない。
【０２８３】
　ステップＳ２５３において調整報知画像の表示中でないと判定された場合（ステップＳ
２５３；ＮＯ）、演出制御用ＣＰＵ１２０は、ホットスタートフラグがオンであるか否か
を判定する（ステップＳ２５４）。
【０２８４】
　ステップＳ２５４においてホットスタートフラグがオフである場合（ステップＳ２５４
；ＮＯ）、演出制御用ＣＰＵ１２０は、調整報知画像表示処理を終了する。このようにし
て、パチンコ遊技機１がコールドスタートした場合には、可動体のイニシャライズ動作が
終了した後であっても、調整報知画像は表示されない。
【０２８５】
　ステップＳ２５４においてホットスタートフラグがオンである場合（ステップＳ２５４
；ＹＥＳ）、演出制御用ＣＰＵ１２０は、ホットスタートフラグをクリアしてオフ状態に
した後（ステップＳ２５５）、調整報知画像表示待ちフラグがオンであるか否かを判定す
る（ステップＳ２５６）。
【０２８６】
　ステップＳ２５６において調整報知画像表示待ちフラグがオフである場合（ステップＳ
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２５６；ＮＯ）、演出制御用ＣＰＵ１２０は、調整報知画像表示処理を終了する。ここで
、調整報知画像表示待ちフラグがオフであるということは、既に、輝度調整の指示操作が
行われたことに応じて調整報知画像が表示されたということであり、調整報知画像表示処
理を継続する必要はない。
【０２８７】
　ステップＳ２５６において報知画像表示待ちフラグがオンである場合（ステップＳ２５
６；ＹＥＳ）、演出制御用ＣＰＵ１２０は、調整報知画像を表示し（ステップＳ２５７）
、調整報知画像表示待ちフラグをクリアしてオフ状態にして（ステップＳ２５８）、調整
報知画像表示処理を終了する。なお、ステップＳ２５７において表示された調整報知画像
は、輝度調整目盛りと同様、所定の表示期間が経過したことに応じて消去されるようにす
ればよい。
【０２８８】
　このように、この実施の形態では、パチンコ遊技機１がホットスタートした場合、遊技
効果ランプ９の輝度調整が行われなければ、可動体のイニシャライズ動作が終了したこと
に応じて調整報知画像を表示する。このような構成によれば、遊技効果ランプ９の輝度を
調整可能であることを報知することにより、可動体のイニシャライズ動作が認識しづらく
なってしまうことを防止することができる。
【０２８９】
　次に、所定のタイミングとして例えば演出表示装置５において所定の演出画像を表示す
ること等によるデモンストレーション表示が開始されたことを契機に、調整報知画像を表
示する処理について説明する。
【０２９０】
　図２３は、可変表示開始待ち処理内の調整報知画像表示処理の一例を示すフローチャー
トである。可変表示開始待ち処理内の調整報知画像表示処理において、演出制御用ＣＰＵ
１２０は、まず、デモンストレーション表示が開始されか否かを判定する（ステップＳ２
７１）。ステップＳ２７１の処理では、例えば、主基板１１からデモ表示指定コマンドを
受信したか否かを判定することにより、デモンストレーション表示が開始されたか否かを
判定すればよい。もしくは、例えば、ＲＡＭ１２２の所定領域に設けられて、デモンスト
レーション表示が行われていることに応じてオン状態となるデモ表示中フラグがオンであ
るか否かを判定することにより、デモンストレーション表示が開始されたか否かを判定す
ればよい。
【０２９１】
　ステップＳ２７１においてデモンストレーション表示が開始されてないと判定された場
合（ステップＳ２７１；ＮＯ）、演出制御用ＣＰＵ１２０は、調整報知画像表示処理を終
了する。
【０２９２】
　ステップＳ２７１においてデモンストレーション表示が開始されたと判定された場合（
ステップＳ２７１；ＹＥＳ）、演出制御用ＣＰＵ１２０は、輝度調整目盛りの表示中であ
るか否かを判定する（ステップＳ２７２）。ステップＳ２７２の処理では、例えば、上述
した目盛り表示中フラグがオンであるか否かを判定することにより、輝度調整目盛りの表
示中であるか否かを判定すればよい。
【０２９３】
　ステップＳ２７２において輝度調整目盛りの表示中であると判定された場合（ステップ
Ｓ２７２；ＹＥＳ）、演出制御用ＣＰＵ１２０は、調整報知画像表示処理を終了する。こ
こで、デモンストレーション表示が開始されたタイミングで輝度調整目盛りの表示中であ
るということは、初期化処理中に輝度調整の指示操作が行われたことに応じて輝度調整目
盛りが表示されたということである。その場合、上述したように、輝度調整目盛りが消去
された後に調整報知画像が表示されるので、調整報知画像表示処理を継続する必要はない
。
【０２９４】
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　ステップＳ２７２において輝度調整目盛りの表示中でないと判定された場合（ステップ
Ｓ２７２；ＮＯ）、演出制御用ＣＰＵ１２０は、調整報知画像の表示中であるか否かを判
定する（ステップＳ２７３）。ステップＳ２７３の処理では、例えば、上述した調整報知
画像表示中フラグがオンであるか否かを判定することにより、調整報知画像の表示中であ
るか否かを判定すればよい。
【０２９５】
　ステップＳ２７３において調整報知画像の表示中であると判定された場合（ステップＳ
２７３；ＹＥＳ）、演出制御用ＣＰＵ１２０は、調整報知画像表示処理を終了する。ここ
で、デモンストレーション表示が開始されたタイミングで調整報知画像の表示中であると
いうことは、初期化処理中に輝度調整の指示操作が行われたことに応じて調整報知画像が
表示されたということであり、調整報知画像表示処理を継続する必要はない。
【０２９６】
　ステップＳ２７３において調整報知画像の表示中でないと判定された場合（ステップＳ
２７３；ＮＯ）、演出制御用ＣＰＵ１２０は、コールドスタートフラグがオンであるか否
かを判定する（ステップＳ２７４）。
【０２９７】
　ステップＳ２７４においてコールドスタートフラグがオフである場合（ステップＳ２７
４；ＮＯ）、演出制御用ＣＰＵ１２０は、調整報知画像表示処理を終了する。
【０２９８】
　ステップＳ２７４においてコールドスタートフラグがオンである場合（ステップＳ２７
４；ＹＥＳ）、演出制御用ＣＰＵ１２０は、コールドスタートフラグをクリアしてオフ状
態にした後（ステップＳ２７５）、調整報知画像表示待ちフラグがオンであるか否かを判
定する（ステップＳ２７６）。
【０２９９】
　ステップＳ２７６において調整報知画像表示待ちフラグがオフである場合（ステップＳ
２７６；ＮＯ）、演出制御用ＣＰＵ１２０は、調整報知画像表示処理を終了する。ここで
、調整報知画像表示待ちフラグがオフであるということは、初期化処理中に輝度調整の指
示操作が行われたことに応じて調整報知画像が表示されたということであり、調整報知画
像表示処理を継続する必要はない。
【０３００】
　ステップＳ２７６において報知画像表示待ちフラグがオンである場合（ステップＳ２７
６；ＹＥＳ）、演出制御用ＣＰＵ１２０は、調整報知画像を表示し（ステップＳ２７７）
、調整報知画像表示待ちフラグをクリアしてオフ状態にして（ステップＳ２７８）、調整
報知画像表示処理を終了する。なお、ステップＳ２７７において表示された調整報知画像
は、輝度調整目盛りと同様、所定の表示期間が経過したことに応じて消去されるようにす
ればよい。
【０３０１】
　このように、この実施の形態では、パチンコ遊技機１がホットスタートした場合、遊技
効果ランプ９の輝度調整が行われなければ、デモンストレーション表示が開始されたこと
に応じて調整報知画像を表示する。このような構成によれば、パチンコ遊技機１がコール
ドスタートしてデモンストレーション表示が開始されるいまでの処理負荷を軽減すること
ができる。
【０３０２】
　また、この実施の形態では、遊技効果ランプ９の輝度調整の指示操作が行われなければ
、パチンコ遊技機１がホットスタートした場合には可動体のイニシャライズ動作が終了し
たことを契機に調整報知画像が表示されるのに対し、パチンコ遊技機１がコールドスター
トした場合にはデモンストレーション表示が開始されたことを契機に調整報知画像が表示
される。即ち、パチンコ遊技機１がコールドスタートした場合よりも、パチンコ遊技機１
がホットスタートした場合の方が、調整報知画像が表示されるタイミングが早い。このよ
うな構成によれば、パチンコ遊技機１がホットスタートした場合には、そのパチンコ遊技
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機１にて遊技を行おうとしている遊技者が居る状況が想定されるところ、より早いタイミ
ングで調整報知画像を表示することにより、そのような状況に適切に対応することができ
る。
【０３０３】
　次に、パチンコ遊技機１が起動した後の所定のタイミングとなるまでに、遊技効果ラン
プ９の輝度が調整された場合と、調整されなかった場合の具体例について詳述する。図２
４は、調整報知画像の表示タイミング等を示すタイミングチャートである。
【０３０４】
　まず、図２４（Ａ）を参照して、パチンコ遊技機１がホットスタートして、初期化処理
中における可動体のイニシャライズ動作が終了するまでに輝度調整が行われた場合の例に
ついて説明する。パチンコ遊技機１がホットスタートすると、演出制御用ＣＰＵ１２０は
、初期化処理を開始する。初期化処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、電源復旧指
定コマンドを受信したことに応じて、遊技効果ランプ９を初期設定の輝度で点滅又は点灯
させる。なお、ホットスタートしたときの遊技効果ランプ９の発光態様は、コールドスタ
ートしたときの特殊発光と異なれば、どのような態様でもよい。そして、遊技効果ランプ
９の輝度調整の指示操作を検出すると、演出制御用ＣＰＵ１２０は、指示操作に応じた輝
度に遊技効果ランプ９の輝度を調整すると共に、調整後の輝度を示す輝度調整目盛りを、
演出表示装置５に半透明で表示する。その後、所定期間が経過した後、演出制御用ＣＰＵ
１２０は、輝度調整目盛りを消去して、調整報知画像を表示する。
【０３０５】
　このように、初期化処理中に遊技効果ランプ９の輝度調整が行われた場合、輝度調整目
盛りを半透明で表示することにより、初期化処理中に表示されるホットスタート画面の視
認性が損なわれないようにすることができる。
【０３０６】
　次に、図２４（Ｂ）を参照して、パチンコ遊技機１がコールドスタートして、初期化処
理中における可動体のイニシャライズ動作が終了するまでに輝度調整が行われた場合の例
について説明する。パチンコ遊技機１がコールドスタートすると、演出制御用ＣＰＵ１２
０は、初期化処理を開始する。初期化処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、初期化
指定コマンドを受信したことに応じて、遊技効果ランプ９を初期設定の輝度で白色点滅さ
せる等して特殊発光させる。そして、遊技効果ランプ９の輝度調整の指示操作を検出する
と、演出制御用ＣＰＵ１２０は、調整後の輝度を示す輝度調整目盛りを、演出表示装置５
に半透明で表示する一方、指示操作に応じた輝度に遊技効果ランプ９の輝度を変更しない
。その後、所定期間が経過した後、演出制御用ＣＰＵ１２０は、輝度調整目盛りを消去し
て、調整報知画像を表示する。また、演出制御用ＣＰＵ１２０は、初期化処理が終了した
ことに応じて、初期化処理中に行われた輝度調整に応じた輝度となるように、遊技効果ラ
ンプ９の輝度を調整する。
【０３０７】
　このように、初期化処理中に遊技効果ランプ９の輝度調整が行われた場合、輝度調整目
盛りを半透明で表示することにより、初期化処理中に表示されるコールドスタート画面の
視認性が損なわれないようにすることができる。また、初期化処理中に遊技効果ランプ９
の輝度調整の指示操作が行われても、パチンコ遊技機１がコールドスタートしたことに応
じて実行される遊技効果ランプ９の特殊発光の輝度を変更しないことにより、遊技効果ラ
ンプ９の特殊発光が適切に行われるようにすることができ、コールドスタートしてから所
定期間が経過するまでの動作を邪魔しないようにすることができる。
【０３０８】
　次に、図２４（Ｃ）を参照して、パチンコ遊技機１がホットスタートして、初期化処理
中における可動体のイニシャライズ動作が終了するまでに輝度調整が行われなかった場合
の例について説明する。パチンコ遊技機１がホットスタートすると、演出制御用ＣＰＵ１
２０は、初期化処理を開始する。初期化処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、電源
復旧指定コマンドを受信したことに応じて、遊技効果ランプ９を初期設定の輝度で点滅又
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は点灯させる。なお、ホットスタートしたときの遊技効果ランプ９の発光態様は、コール
ドスタートしたときの特殊発光と異なれば、どのような態様でもよい。そして、可動体の
イニシャライズ動作が終了しても遊技効果ランプ９の輝度調整の指示操作が検出されなけ
れば、調整報知画像を表示する。
【０３０９】
　このように、パチンコ遊技機１がホットスタートした場合、遊技効果ランプ９の輝度調
整が行われなければ、初期化処理中における可動体のイニシャライズ動作が終了したこと
に応じて調整報知画像を表示することにより、遊技効果ランプ９の輝度を調整可能である
ことの報知により、可動体のイニシャライズ動作が認識しづらくなってしまうことを防止
することができる。
【０３１０】
　また、パチンコ遊技機１がホットスタートした場合、遊技効果ランプ９の輝度調整が行
われなければ、図２４（Ｃ）に示すように可動体のイニシャライズ動作が終了したことに
応じて調整報知画像を表示するところ、図２４（Ａ）に示すように可動体のイニシャライ
ズ動作が終了するまでに輝度調整が行われた場合、輝度調整が行われたことに応じて調整
報知画像を表示するため、調整報知画像が表示される前に輝度調整を行った遊技者に対し
、遊技効果ランプ９の輝度を調整可能であることを適切なタイミングで報知することがで
きる。
【０３１１】
　次に、図２５（Ｄ）を参照して、パチンコ遊技機１がコールドスタートして、例えば演
出表示装置５において所定の演出画像を表示すること等によるデモンストレーション表示
が開始されるまで輝度調整が行われなかった場合の例について説明する。パチンコ遊技機
１がコールドスタートすると、演出制御用ＣＰＵ１２０は、初期化処理を開始する。初期
化処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、初期化指定コマンドを受信したことに応じ
て、遊技効果ランプ９を初期設定の輝度で白色点滅させる等して特殊発光させる。そして
、演出制御用ＣＰＵ１２０は、初期化処理が終了したことに応じて、遊技効果ランプ９を
初期設定の輝度で点滅又は点灯させる。なお、初期化処理が終了した後の遊技効果ランプ
９の発光態様は、コールドスタートしたときの特殊発光と異なれば、どのような態様でも
よい。そして、デモンストレーション表示が開始されても遊技効果ランプ９の輝度調整の
指示操作が検出されなければ、調整報知画像を表示する。
【０３１２】
　このように、パチンコ遊技機１がコールドスタートした場合、遊技効果ランプ９の輝度
調整が行われなければ、デモンストレーション表示が開始されたことに応じて調整報知画
像を表示することにより、パチンコ遊技機１がコールドスタートしてデモンストレーショ
ン表示が開始されるまでの処理負荷を軽減することができる。
【０３１３】
　また、パチンコ遊技機１がコールドスタートした場合、遊技効果ランプ９の輝度調整が
行われなければ、図２４（Ｄ）に示すようにデモンストレーション表示が開始されたこと
に応じて調整報知画像を表示するところ、図２４（Ｂ）に示すように可動体のイニシャラ
イズ動作が終了するまでに輝度調整が行われた場合、輝度調整が行われたことに応じて調
整報知画像を表示するため、調整報知画像が表示される前に輝度調整を行った遊技者に対
し、遊技効果ランプ９の輝度を調整可能であることを適切なタイミングで報知することが
できる。
【０３１４】
　また、遊技効果ランプ９の輝度調整が行われなければ、図２４（Ｃ）、（Ｄ）に示すよ
うに、パチンコ遊技機１がコールドスタートした場合よりも、パチンコ遊技機１がホット
スタートした場合の方が早いタイミングで調整報知画像が表示されるため、パチンコ遊技
機１がホットスタートした場合には、そのパチンコ遊技機１にて遊技を行おうとしている
遊技者が居る状況が想定されるところ、そのような状況に適切に対応することができる。
【０３１５】
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　次に、調整報知画像や輝度調整目盛りの表示例について説明する。
【０３１６】
　図２５は、調整報知画像等の一例を示す図である。図２５（Ａ）は、調整報知画像５１
の一例を示す。図２５（Ａ）に示す調整報知画像５１では、十字ボタンの上ボタンや下ボ
タンを押下することにより、遊技効果ランプ９の輝度を調整できることを報知している。
また、図２５（Ａ）に示す調整報知画像５１では、十字ボタンの左ボタンや下ボタンを押
下することにより、音量を調整できることを報知している。
【０３１７】
　図２５（Ｂ）は、初期化処理中ではないときに遊技効果ランプ９の輝度が調整されたこ
とに応じて表示される輝度調整目盛り５２の一例を示す。輝度調整目盛り５２は、遊技効
果ランプ９の輝度を示すために記された複数の目盛り線から成り、これらの目盛り線のう
ち、淡色の目盛り線が多い程、遊技効果ランプ９の輝度が低いことを示し、濃色の目盛り
線が多い程、遊技効果ランプ９の輝度が高いことを示す。即ち、遊技効果ランプ９の輝度
が調整された結果、調整前の輝度よりも調整後の輝度の方が低くなれば、輝度調整目盛り
５２の複数の目盛り線のうち、淡色の目盛り線が増え、濃色の目盛り線が減る。また、遊
技効果ランプ９の輝度が調整された結果、調整前の輝度よりも調整後の輝度の方が高くな
れば、輝度調整目盛り５２の複数の目盛り線のうち、淡色の目盛り線が減り、濃色の目盛
り線が増える。
【０３１８】
　なお、初期化処理中ではないときに遊技効果ランプ９の輝度が調整されれば、図２５（
Ｂ）に示すように、輝度調整目盛り５２は不透明で表示される。これに対し、初期化処理
中に遊技効果ランプ９の輝度が調整された場合、図２５（Ｃ）、（Ｄ）に示すように、輝
度調整目盛り５２は半透明で表示される。このようにして、パチンコ遊技機１がコールド
スタートした場合、図２５（Ｃ）に示すように、初期化処理中にコールドスタート報知と
して表示される、例えば、黒色の背景画像上に「初期化中です」等の白色文字を重畳した
合成画像から成るコールドスタート画面５３の視認性が損なわれないようにすることがで
きる。また、パチンコ遊技機１がホットスタートした場合、図２５（Ｄ）に示すように、
初期化処理中にホットスタート報知として表示される、例えば、黒色の背景画像上に、「
復旧中です」等の白色文字を重畳した合成画像から成るホットスタート画面５４の視認性
が損なわれないようにすることができる。
【０３１９】
　以上、本発明の実施例を図面により説明してきたが、具体的な構成はこれら実施例に限
られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲における変更や追加があっても本発
明に含まれる。
【０３２０】
　上記実施形態では、この発明における「演出度合」の例として、遊技効果ランプ９の輝
度を調整するものとしているが、遊技効果ランプ９の輝度を調整するものに限られない。
この発明における「演出度合」は、例えば、スピーカ８Ｌ、８Ｒの音量や、演出表示装置
５の輝度や、図示しないバーサライタの輝度等であってもよい。ここで、バーサライタと
は、縦一列に並んだＬＥＤを左右に振ったり回転させたり等しながら、あるパターンで点
滅させることで、文字や図形を表示させる装置である。このような構成によれば、様々な
演出度合を調整可能な遊技機に対して本願発明を適用することができる。
【０３２１】
　上記実施形態では、この発明における「調整動作」の例として、図示しない十字ボタン
に対する操作としているが、十字ボタンに対する操作に限られない。この発明における「
調整動作」は、例えば、スティックコントローラ３１Ａに対する操作や、プッシュボタン
３１Ｂに対する操作や、ダイヤル式の操作手段に対する操作や、非接触型のセンサに手を
かざすこと等であってもよい。このような構成によれば、様々な入力手段を備える遊技機
に対して本願発明を適用することができる。
【０３２２】
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　上記実施形態では、この発明における「所定画像」の例として、輝度調整目盛りを表示
するものとしているが、輝度調整目盛りを表示するものに限られない。この発明における
「演出度合が調整されたことを示す所定画像」は、例えば、調整後の演出度合を指標で示
すものではなく、「遊技効果ランプの輝度が調整されました」といった、単に、演出度合
が調整されたことを報知するメッセージ等を表示するものであってもよい。また、この発
明における「演出度合が調整されたことを示す所定画像」は、例えば、調整後の演出度合
に応じて、所定のキャラクタ画像の態様が変化するものや、背景画像の態様が変化するも
のであってもよい。このような構成によれば、演出度合が調整されたことを様々な態様で
報知する遊技機に対して本願発明を適用することができる。
【０３２３】
　上記実施形態では、この発明における「遊技機がコールドスタートした場合と、ホット
スタートした場合とで、報知のタイミングが異なる」ことの例として、パチンコ遊技機１
がコールドスタートした場合よりも、ホットスタートした場合の方が、調整報知画像が表
示されるタイミングが早いものとしているが、パチンコ遊技機１がホットスタートした場
合よりも、コールドスタートした場合の方が、調整報知画像が表示されるタイミングが早
いものであってもよい。このような構成によれば、パチンコ遊技機１がホットスタートし
た場合には、何らかのトラブル等が生じたことにより再起動されたことが想定されるとこ
ろ、より遅いタイミングで調整報知画像を表示することにより、遊技開始時には演出度合
を調整した遊技者に対して、再起動中の時間を利用した休憩時間等を好適に確保させるこ
とができる。
【０３２４】
　また、ホットスタートした場合の報知のタイミングや、コールドスタートした場合の報
知のタイミングについても、ホットスタートした場合に、初期化処理中における可動体の
イニシャライズ動作が終了したことに応じて調整報知画像を表示するものや、コールドス
タートした場合に、デモンストレーション表示が開始されたことに応じて調整報知画像を
表示するものに限られない。例えば、初期化処理中における負荷が大きい処理が終了した
ことに応じて、ホットスタートした場合の報知のタイミングや、コールドスタートした場
合の報知のタイミングが適宜設定されてもよい。このような構成によれば、ホットスター
トした場合の初期化処理中における負荷や、コールドスタートした場合の初期化処理中に
おける負荷が異なる様々な遊技機に対して本願発明を適用することができる。
【０３２５】
　上記実施形態では、この発明における「調整後の演出度合に応じた出力を制限する」こ
とや、「特殊態様の出力に対する演出度合の調整は制限される」ことの例として、遊技効
果ランプ９の特殊発光の輝度を変更しないものとしているが、遊技効果ランプ９の特殊発
光の輝度を変更しないものに限られない。この発明における「調整後の演出度合に応じた
出力を制限する」ことや、「特殊態様の出力に対する演出度合の調整は制限される」こと
には、例えば、遊技効果ランプ９の特殊発光の輝度が調整されたことを遊技者が認識可能
な期間にわたって調整後の輝度に変更した後に、初期化処理が終了するまでは、初期設定
の輝度に戻すようにしてもよい。このような構成によれば、パチンコ遊技機１がコールド
スタートしたことに応じて実行される遊技効果ランプ９の特殊発光を概ね適切に行いつつ
、遊技効果ランプ９の特殊発光の輝度が調整されたことを遊技者に分かり易く認識させる
ことができる。
【０３２６】
　上記実施形態では、この発明における「通常の表示態様よりも視認性が低い特定態様で
所定画像を表示する」ことの例として、輝度調整目盛りを半透明で表示するものとしてい
るが、輝度調整目盛りを半透明で表示するものに限られない。この発明における「通常の
表示態様よりも視認性が低い特定態様で所定画像を表示する」ことは、例えば、演出表示
装置５に表示される画像を複数のレイヤに分割して表示するものにおいて、ホットスター
ト画面やコールドスタート画面が表示されるレイヤよりも背景側のレイヤといった、優先
度の低いレイヤに表示することや、所定画像を通常態様よりも小さい態様で表示すること
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としてもよい。このような構成によれば、ホットスタート画面やコールドスタート画面の
表示態様が異なる様々な遊技機に対して本願発明を適用することができる。
【０３２７】
　上記実施形態では、この発明における「報知の前に演出度合が調整された場合、演出度
合が調整されなかった場合よりも報知のタイミングが早い」ことの例として、遊技効果ラ
ンプ９の輝度調整が行われたことに応じて調整報知画像を表示するものとしているが、遊
技効果ランプ９の輝度調整が行われたことに応じて調整報知画像を表示するものに限られ
ない。この発明における「報知の前に演出度合が調整された場合、演出度合が調整されな
かった場合よりも報知のタイミングが早い」ことは、例えば、遊技効果ランプ９の輝度調
整が行われた後に、所定期間が経過したことに応じて調整報知画像を表示するものや、遊
技効果ランプ９の輝度調整が行われた後に実行される初期化処理のうち、負荷の大きい処
理が終了した後に調整報知画像を表示するものとしてもよい。このような構成によれば、
報知の前に演出度合が調整された場合に、初期化処理における処理の負荷等に鑑みた適切
なタイミングで報知を行うことができる。また、例えば、報知の前に演出度合が調整され
なかった場合のタイミングは、デモンストレーション表示が開始されたタイミング等に限
られず、可変表示が行われていない期間等であってもよい。また、例えば、報知の前に演
出度合が調整されなかった場合のタイミングをデモンストレーション表示が開始されたタ
イミングとするものにおいて、デモンストレーション表示が開始されるよりも前に演出度
合が調整された場合、デモンストレーション表示が開始されるよりも前の可変表示が行わ
れていないタイミングに報知を行うようにしてもよい。このような構成によれば、可変表
示中の演出を邪魔することなく報知を行うことができる。
【０３２８】
　例えば、前記実施例では、可動役物の一例として、原点位置と演出位置との間で回動可
能な第１可動役物３００と、原点位置と演出位置との間で直線移動可能な第２可動役物４
００と、回転軸を中心として回転可能な第３可動役物５００と、を適用した形態を例示し
たが、本発明はこれに限定されるものではなく、これら可動役物の動作態様（例えば、移
動方向や回動方向）や設置数は上記のものに限らず種々に変更可能である。また、上記以
外の動作態様にて動作する可動役物を適用してもよい。
【０３２９】
　また、前記実施例では、原点対象役物として原点位置と演出位置との間で動作可能な第
１可動役物３００及び第２可動役物４００を適用し、原点非対象役物として第３可動役物
５００を適用した形態を例示したが、本発明はこれに限定されるものではなく、原点位置
と演出位置との間で動作しない第３可動役物５００のような可動役物においても、第３可
動部５０２の回転位置に原点位置を設定することにより原点対象役物としてもよい。
【０３３０】
　また、前記実施例では、第２初期化処理において、一の可動役物に対し第１動作制御と
しての非検出時動作制御または検出時動作制御を実行する形態を例示したが、本発明はこ
れに限定されるものではなく、少なくとも非検出時動作制御のみを実行するようにしても
よい。尚、非検出時動作制御のみを実行可能とする場合、第２初期化処理において原点検
出センサにより可動役物が検出されている場合は非検出時動作制御を実行しなくてもよい
。
【０３３１】
　また、前記実施例では、演出制御用ＣＰＵ１２０が、第１動作制御としての非検出時動
作制御や検出時動作制御を実行する場合、第２動作制御としての実動作確認用動作制御に
おける最低速度と同じ速度で可動役物が動作するように制御する形態を例示したが、本発
明はこれに限定されるものではなく、非検出時動作制御や検出時動作制御において、第２
動作制御としての実動作確認用動作制御における最低速度以下の速度で可動役物が動作す
るように制御すればよく、例えば、実動作確認用動作制御における最低速度よりも遅い動
作速度にて可動役物が動作するように制御してもよい。
【０３３２】
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　また、前記実施例では、第１動作制御である非検出時動作制御または検出時動作制御に
おいては、常に予め設定された単一の動作速度（実動作確認用動作制御における最低速度
）にて可動役物が動作する、つまり、可動役物が常に一定の速度にて動作するように制御
する形態を例示したが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、原点位置に復
帰する際に、実動作確認用動作制御における最低速度から漸次減速させて最低速度よりも
低い速度にて動作するように制御してもよい。つまり、第１動作制御である非検出時動作
制御または検出時動作制御においては、実動作確認用動作制御における最低速度よりも低
い速度であれば、所定の移動期間において速度が可変するようにしてもよい。
【０３３３】
　また、前記実施例では、第１動作制御である非検出時動作制御または検出時動作制御に
おいては、それぞれ同一の動作速度（実動作確認用動作制御における最低速度）にて可動
役物の動作を制御する形態を例示したが、本発明はこれに限定されるものではなく、非検
出時動作制御における最高速度が、検出時動作制御における最低速度以下の速度となるよ
うに制御するようになっていれば、例えば、非検出時動作制御と検出時動作制御とで異な
る動作速度にて可動役物を動作させるようにしてもよい。
【０３３４】
　また、前記実施例では、エラーなど特定の異常が発生している場合に可動役物が検出手
段にて検出されていないとき、つまり、第２初期化処理におけるステップＳ１０９にて原
点検出センサが検出状態でない場合、動作エラー判定回数が「３」に達するまで、実動作
確認用動作制御における最低速度にて第１可動役物３００や第２可動役物４００を原点位
置方向へ向けて移動させる制御を繰返し行う形態を例示したが、本発明はこれに限定され
るものではなく、検出時動作制御における最低速度よりも低い速度、例えば、エラー用に
設定され、比較的大きなトルクが得られる低速である特別速度で可動役物が動作するよう
に制御するようにしてもよい。
【０３３５】
　また、前記実施例では、第２初期化処理におけるステップＳ１２４にて原点検出センサ
が検出状態になっていない場合、つまり、動作対象役物が原点位置（初期位置）に位置し
ていない場合には、原点検出センサが検出状態になるまで、Ｓ１２２～Ｓ１２７の処理を
繰返し行う、つまり、設定されたプロセスデータに基づき、実動作確認用動作制御におい
て設定されている最低制御速度に基づいて可動役物を検出時動作制御させる形態を例示し
たが、本発明はこれに限定されるものではなく、第２初期化処理におけるステップＳ１２
４にて原点検出センサが検出状態になっていない場合には、その時点から可動役物を実動
作確認用動作制御において設定されている最低制御速度に基づいて原点位置方向へ移動さ
せる非検出時動作制御を実行するようにしてもよい。
【０３３６】
　また、前記実施例では、複数の可動役物として第１可動役物３００、第２可動役物４０
０、第３可動役物５００を備え、第２初期化処理においては、非検出時動作制御、検出時
動作制御、実動作確認用動作制御の実行対象とする可動役物として、第１可動役物３００
、第２可動役物４００及び第３可動役物５００を適用した形態を例示したが、本発明はこ
れに限定されるものではなく、第２初期化処理において非検出時動作制御、検出時動作制
御、実動作確認用動作制御の実行対象とする可動役物とは、第１可動役物３００、第２可
動役物４００、第３可動役物５００といった一の可動役物を実行対象とするものに限らず
、例えば、一の可動役物が動作可能な複数の可動部を有する（例えば、第２可動役物４０
０は第２可動部４０１と第２可動部４０２とを有する）場合、これら各可動部各々を非検
出時動作制御、検出時動作制御、実動作確認用動作制御の実行対象とし、各可動部を順次
非検出時動作制御、検出時動作制御、実動作確認用動作制御させるようにしてもよい。
【０３３７】
　また、前記実施例では、第２初期化処理における実動作確認用動作制御において、演出
制御用ＣＰＵ１２０は、可動役物を往動作及び復動作それぞれにおいて加速及び減速して
、低速→高速→低速→停止となるように制御する形態を例示したが、本発明はこれに限定
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されるものではなく、可動体演出時の動作制御や実動作確認用動作制御における動作速度
は上記した形態に制御するものに限らず、例えば、低速→高速→低速→高速→低速→停止
といったように低速と高速とを複数回繰り返すように制御してもよいし、動作速度が低速
→中速→高速の順に変化するように制御してもよい。
【０３３８】
　また、往動作と復動作とで動作速度の変化態様や最低速度が異なるように制御してもよ
い。尚、往動作と復動作とで最低速度が異なる場合、非検出時動作制御や検出時動作制御
における最高速度を、実動作確認用動作制御における往動作と復動作とのうち速度が低い
方の最低速度以下の速度となるように設定すればよい。
【０３３９】
　また、前記実施例では、第２初期化処理における実動作確認用動作制御において、演出
制御用ＣＰＵ１２０は、可動役物を加速及び減速して動作速度を変化させる制御を行う形
態を例示したが、本発明はこれに限定されるものではなく、単一の動作速度にて可動役物
が動作するように制御してもよい。このように単一の動作速度にて可動役物が動作するよ
うに制御する場合、該単一の動作速度が、実動作確認用動作制御における最低速度となる
ため、非検出時動作制御や検出時動作制御における最高速度を、該最低速度以下の速度と
なるように設定すればよい。
【０３４０】
　また、前記実施例では、第１動作としての非検出時動作制御や検出時動作制御を、パチ
ンコ遊技機１の起動時である第２初期化処理において実行する形態を例示したが、本発明
はこれに限定されるものではなく、起動時以外のタイミング（例えば、役物エラーや他の
各種エラーを含むエラー処理の実行後や、図柄の変動開始時や、可動役物演出の実行後な
ど）にて実行するようにしてもよい。
【０３４１】
　また、前記実施例では、第２初期化処理における可動役物の順序データとして、第１可
動役物３００→第２可動役物４００→第３可動役物５００の順に非検出時動作制御または
検出時動作制御や実動作確認用動作制御が実行される形態を例示したが、本発明はこれに
限定されるものではなく、順序は任意であり、上記以外の順序で各動作を実行するように
してもよい。また、複数のうち２以上の可動役物についての非検出時動作制御、検出時動
作制御及び実動作確認用動作制御のうちいずれかを並行して一緒に実行するようにしても
よい。
【０３４２】
　また、全ての可動役物について非検出時動作制御または検出時動作制御を実行した後に
実動作確認用動作制御が実行される形態を例示したが、本発明はこれに限定されるもので
はなく、一の可動役物の非検出時動作制御または検出時動作制御と実動作確認用動作制御
とを実行した後、他の非検出時動作制御または検出時動作制御と実動作確認用動作制御と
を実行するようにしてもよい。
【０３４３】
　また、前記実施例では、実動作確認用プロセスデータを、実際の演出時の動作と同一の
動作内容が記述されたものとした形態を例示したが、本発明はこれに限定されるものでは
なく、これら実動作確認用動作制御としては、実際の演出における動作速度の各動作を全
て含むものであれば、完全に同一の動作でなくともよく、例えば、動作の一部が異なる複
数の演出動作がある場合には、異なる複数の演出動作を全て組み込んだ確認専用の動作を
記述した実動作確認用プロセスデータとしてもよい。
【０３４４】
　また、前記実施例では、Ｓ１１３、Ｓ１２７、Ｓ２１３の動作エラー判定回数を「３」
とした形態を例示したが、本発明はこれに限定されるものではなく、これら動作エラー判
定回数は、「３」以外の回数に適宜に設定してもよく、Ｓ１１３、Ｓ１２７、Ｓ２１３各
々の動作エラー判定回数を異なる回数としてもよい。
【０３４５】
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　また、前記実施例では、非検出時動作制御、検出時動作制御及び実動作確認用動作制御
を第２初期化処理にて実行する形態を例示したが、本発明はこれに限定されるものではな
く、例えば、非検出時動作制御や検出時動作制御の実行タイミングは任意に設定可能であ
り、例えば、可動体演出の終了後や、図柄の変動表示が開始されるときや、デモ演出を実
行したときなどに実行するようにしてもよい。
【０３４６】
　また、前記実施例では、遊技機の一例としてパチンコ遊技機１を例示しているが、本発
明はこれに限定されるものではなく、例えば、予め定められた球数の遊技球が遊技機内部
に循環可能に内封され、遊技者による貸出要求に応じて貸し出された貸出球や、入賞に応
じて付与された賞球数が加算される一方、遊技に使用された遊技球数が減算されて記憶さ
れる、所謂、封入式遊技機にも本発明を適用可能である。尚、これら封入式遊技機におい
ては遊技球ではなく得点やポイントが遊技者に付与されるので、これら付与される得点や
ポイントが遊技価値に該当する。
【０３４７】
　また、前記実施例では、遊技機の一例としてパチンコ遊技機が適用されていたが、例え
ば遊技用価値を用いて１ゲームに対して所定数の賭数を設定することによりゲームが開始
可能となるとともに、各々が識別可能な複数種類の図柄を変動表示可能な変動表示装置に
変動表示結果が導出されることにより１ゲームが終了し、該変動表示装置に導出された変
動表示結果に応じて入賞が発生可能とされたスロットマシンにも適用可能である。
【０３４８】
　また、前記実施例では、遊技媒体の一例として、球状の遊技球（パチンコ球）が適用さ
れていたが、球状の遊技媒体に限定されるものではなく、例えば、メダル等の非球状の遊
技媒体であってもよい。
【０３４９】
　以上説明したように、本願発明に係る遊技機は、所定の遊技を行うことが可能な遊技機
（例えば、パチンコ遊技機１等）であって、演出度合を調整可能であることを報知する報
知手段と（例えば、遊技効果ランプ９の輝度を調整可能であることを報知する調整報知画
像を演出表示装置５に表示する演出制御用ＣＰＵ１２０等）、動作可能な可動体と（例え
ば、演出用模型といった動作可能な可動体等）、前記可動体（例えば、第１可動役物３０
０は、第１可動部３０２が横向きに傾倒する第１退避位置（図１５（Ａ）参照）と、第１
退避から離れた位置において第１可動部３０２が縦向きに起立する第１演出位置（図１５
（Ｂ）参照）との間で回動可能に設けられた第１可動役物３００や、演出表示装置５の側
方に退避する第２退避位置（原点位置、初期位置、図１６（Ａ）参照）と演出表示装置５
の前方における上下方向の略中央位置に配置され第２退避位置から離れた第２演出位置（
図１６（Ｂ）参照）との間で往復移動可能に設けられた第２可動役物４００等）を動作さ
せるための駆動手段（例えば、第１可動役物駆動モータ３０３、第２可動役物駆動モータ
４１１，４２１等）と、前記駆動手段による前記可動体の動作を制御する制御手段と（例
えば、演出制御用ＣＰＵ１２０等）を備え、当該遊技機がコールドスタートした場合と、
ホットスタートした場合とで、前記報知のタイミングが異なり（例えば、パチンコ遊技機
１がコールドスタートした場合よりも、ホットスタートした場合の方が、調整報知画像が
表示されるタイミングが早いこと等）、前記可動体は、原点位置と該原点位置から離れた
位置との間で動作可能に設けられ、前記原点位置に前記可動体を位置させるための第１動
作制御（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０が、第１動作制御として第２初期化処理のステ
ップＳ１０５～ステップＳ１１４の非検出時動作制御やステップＳ１２０～ステップＳ１
２８の検出時動作制御を実行する部分等）と、前記可動体が正常に動作可能であることを
確認するための第２動作制御（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０が、第２動作制御として
第２初期化処理のステップＳ２０１～ステップＳ２１３の実動作確認用動作制御を実行す
る部分等）と、前記可動体による演出を行うための第３動作制御（例えば、演出制御用Ｃ
ＰＵ１２０が、第３動作制御として図柄の変動表示を実行している期間や大当り遊技状態
において可動体演出を実行する制御等）とを行うことが可能であり、前記第２動作制御に
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おいては、第１速度と該第１速度よりも速い第２速度との範囲内で前記可動体が動作する
ように制御し（例えば、実動作確認用動作制御を実行する場合、第１速度である最低速度
（低速）と該最低速度よりも速い第２速度としての最高速度（高速）との範囲内の速度で
可動役物が動作するように制御すること等）、前記第１動作制御においては、前記第２動
作制御における前記第１速度以下の速度で前記可動体が動作するように制御する（例えば
、第１動作制御としての非検出時動作制御や検出時動作制御を実行する場合、第２動作制
御としての実動作確認用動作制御における最低速度以下の速度（本実施例では、実動作確
認用動作制御における最低速度と同じ速度）で可動役物が動作するように制御すること等
）ことを特徴とする。これにより、第１動作制御において、可動体はいかなるタイミング
でも停止可能な速度で動作するため、安全に原点位置に位置させることができる。また、
演出度合を調整可能であることの報知や、報知に応じて実行される演出度合の調整につい
て、遊技機がコールドスタートしたかホットスタートしたかに応じて適切に対処すること
ができる。
【０３５０】
　当該遊技機がコールドスタートした場合、所定の遊技が可能な待機状態に移行したこと
に応じて前記報知を行う（例えば、パチンコ遊技機１がコールドスタートした場合、デモ
ンストレーション表示が開始されたことに応じて調整報知画像を表示すること等）ように
してもよい。これにより、遊技機がコールドスタートして待機状態に移行するまでの処理
負荷を軽減することができる。
【０３５１】
　演出度合が調整されたことを示す所定画像を表示する所定画像表示手段（例えば、輝度
調整の指示操作に応じて、演出表示装置５に輝度調整目盛りを表示する演出制御用ＣＰＵ
１２０等）を更に備え、当該遊技機が電源投入されてから前記所定期間が経過するまでの
初期動作中である場合、通常の表示態様よりも視認性が低い特定態様で前記所定画像を表
示する（例えば、初期化処理中である場合、輝度調整目盛りを半透明で表示すること等）
ようにしてもよい。これにより、初期動作中に表示される他の画像等の視認性が損なわれ
ないようにすることができる。
【０３５２】
　遊技者による調整動作に応じて演出度合を調整する調整手段（例えば、遊技者による輝
度調整の指示操作に応じて遊技効果ランプ９の輝度を調整する演出制御用ＣＰＵ１２０等
）を更に備え、当該遊技機がコールドスタートしたことに応じて特殊態様の出力を行い、
前記特殊態様の出力に対する演出度合の調整は制限される（例えば、パチンコ遊技機１が
コールドスタートしたことに応じて遊技効果ランプ９を特殊発光させ、特殊発光に対する
輝度は変更されないこと等）ようにしてもよい。これにより、遊技機がコールドスタート
したことに応じて特殊態様の出力が適切に行われるようにすることができる。
【０３５３】
　遊技者による調整動作に応じて演出度合を調整する調整手段と（例えば、遊技者による
輝度調整の指示操作に応じて遊技効果ランプ９の輝度を調整する演出制御用ＣＰＵ１２０
等）、演出度合が調整されたことを示す所定画像を表示する所定画像表示手段と（例えば
、輝度調整の指示操作に応じて、演出表示装置５に輝度調整目盛りを表示する演出制御用
ＣＰＵ１２０等）を備え、演出度合が調整されたときに、前記所定画像を表示すると共に
、調整後の演出度合に応じた出力が可能であり（例えば、遊技効果ランプ９の輝度が調整
されたときに、輝度調整目盛りを表示すると共に、遊技効果ランプ９の輝度を調整後の輝
度に変更すること等）、当該遊技機がコールドスタートしてから所定期間が経過するまで
に演出度合が調整された場合、前記所定画像を表示し、調整後の演出度合に応じた出力を
制限する（例えば、パチンコ遊技機１がコールドスタートしてから初期化処理が終了する
までに遊技効果ランプ９の輝度が調整された場合、輝度調整目盛りを表示する一方、指示
操作に応じた輝度に遊技効果ランプ９の輝度を変更しないこと等）ようにしてもよいこれ
により、遊技機がコールドスタートしてから所定期間が経過するまでに演出度合が調整さ
れた場合、所定画像が表示されるため、演出度合を調整可能であることを報知しつつ、調



(53) JP 6698594 B2 2020.5.27

10

20

30

整後の演出度合に応じた出力が制限されるため、コールドスタートしてから所定期間が経
過するまでの動作を邪魔しないようにすることができる。
【０３５４】
　前記報知の前に演出度合が調整された場合、演出度合が調整されなかった場合よりも前
記報知のタイミングが早い（例えば、パチンコ遊技機１がホットスタートした場合、遊技
効果ランプ９の輝度調整が行われなければ、可動体のイニシャライズ動作が終了したこと
に応じて調整報知画像を表示するところ、可動体のイニシャライズ動作が終了するまでに
輝度調整が行われた場合、輝度調整が行われたことに応じて調整報知画像を表示すること
や、パチンコ遊技機１がコールドスタートした場合、遊技効果ランプ９の輝度調整が行わ
れなければ、デモンストレーション表示が開始されたことに応じて調整報知画像を表示す
るところ、初期化処理中に輝度調整が行われた場合、輝度調整が行われたことに応じて調
整報知画像を表示すること等）ようにしてもよい。これにより、報知の前に演出度合の調
整を行った遊技者に対し、演出度合を調整可能であることを適切なタイミングで報知する
ことができる。
【０３５５】
　当該遊技機がホットスタートした場合、前記可動体の初期動作が終了した後に前記報知
を行う（例えば、パチンコ遊技機１がホットスタートした場合、可動体のイニシャライズ
動作が終了した後に調整報知画像を表示すること等）ようにしてもよい。これにより、報
知により可動体の初期動作が認識しづらくなってしまうことを防止することができる。
【符号の説明】
【０３５６】
１　パチンコ遊技機
１２０　演出制御用ＣＰＵ
３００　第１可動役物
３０２　第１可動部
３０３　第１可動役物駆動モータ
３１６　第１可動役物原点検出センサ
４００　第２可動役物
４０１，４０２　第２可動部
４１１，４２１　第２可動役物駆動モータ
４４０Ａ，４４０Ｂ　第２可動役物原点検出センサ
５００　第３可動役物
５０２　第３可動部
５２０　第３可動役物駆動モータ
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